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午前１０時００分 開議  

◎開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成２７年第３回美幌町議会定例会第３

日目の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、５番稲垣淳一さん、６番戸

澤義典さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので御了承願いま

す。

なお、沖田教育委員会委員長、本日の午

後欠席の旨届け出がありました。

以上で、諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。

５番稲垣淳一さん。

○５番（稲垣淳一君） 〔登壇〕 それで

は、通告にあります２項目について質問を

させていただきます。

まず１点、中心市街地活性化についての

構想及び具体的な計画についてお伺いいた

します。

平成２７年度第２回美幌町議会臨時会で

の町長の所信表明演説においては、基本目

標といたしまして、中心市街地活性化に取

り組むと明言されました。

美幌町内の商店街は、国道に張りつくよ

うに自然発生的に形成され、今日の隆盛に

至っておりますが、各時代の波に即応し、

１００年を超える老舗商店も多数存在して

おります。しかしながら、平成の時代に入

り、商店街を取り巻く環境は大きく変貌

し、自助努力のみではその存続に限界が来

ております。

かねてからの懸案であります、中心市街

地の活性化は、単に商店街の活性化やハー

ド面の充実に留まることなく、住民の生活

全般に通じるものであります。今後のまち

づくりを進める上での非常に重要な計画と

思われます。

平成２０年２月にまとめ上げられまし

た、にぎわいの駅整備事業も諸事情により

一旦リセットされました。待ったなしの状

況下において、この計画を積極的に進める

に当たり、具体的な構想、計画をお聞かせ

ください。

２点目でございます。美幌高校への支援

についてのお伺いでございます。

学習環境の充実支援策についてお尋ねい

たします。新設されて５年目を迎え、普通

科と農業科の併設高校として、さらなる発

展を続けている美幌高校でありますが、近

年の入学者数の定員割れが続き、その対応

に苦慮しているところであります。

地元中学校とのさらなる連携、交流を深

め、進学率向上に努めてはいかがでしょう

か。

あわせて、現在の部活動の活躍は、全道



－ 97－

４間口校の中でも群を抜いて活発であり、

特に農業クラブの研究発表は常に全国レベ

ルであります。これらの活動費は基本的

に、保護者の負担によるところが大きなウ

エートを占めております。しかしながら、

昨今の経済状況のもと、親の負担にも厳し

いものがあります。

美幌町の名前を全国に知らしめる活動に

対し、日頃の美幌高校が我が町における貢

献等を勘案いたしまして、応分の支援策は

考えられないものでしょうか。お考えをお

聞かせください。

以上でございます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 稲垣議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。

初めに、政治姿勢について、中心市街地

活性化についての構想及び具体的な計画に

ついてでありますが、本町には４つの商店

街があり、中心市街地を形成しております

が、大規模小売店舗の進出や町外への消費

流出により、中心市街地の空洞化が進んで

いる状況にあることから、にぎわいを取り

戻し、活性化を促進することは喫緊の課題

であると認識しております。

現在、本町におきましては、中心市街地

活性化対策として、プレミアム商品券発行

事業、起業家支援事業、店舗リフォーム事

業、空き店舗活用事業などを実施しており

ます。今後、さらなる中心市街地活性化対

策として、にぎわいの創出、あるいは集客

機能の充実を図るための施設整備を推進

し、中心市街地の整備改善と、商工業の活

性化を一体的に進め、魅力ある中心市街地

づくりを進める必要があると考えておりま

す。

現段階において具体的な構想、計画につ

いてはお示しできませんが、商工会議所を

初めとした関係団体との連携のもと、積極

的に中心市街地活性化に取り組んでまいり

たいと考えておりますので、御理解のほど

よろしくお願いをいたしたいと思います。

次に、美幌高校への支援について、学習

環境の充実支援策についてでありますが、

美幌高校は平成２３年４月に、美幌高校と

美幌農業高校の一斉統合により、普通科

２、生産環境科学科１、地域資源応用科１

の新たな美幌高校として開校し、５年目を

迎え、普通科と農業科が併設された高校と

して、学校の特色を生かした教育活動が実

践され、毎年、国公立大学を初め、道内外

私立大学への進学や高い就職率を誇るなど

優秀な生徒を輩出されております。

また、平成２６年３月には、新生美幌高

校の第１期生として１３５名が、平成２７

年３月には、第２期生として９７名が、学

業はもとより、文化・スポーツ活動に励

み、心身ともに大きく成長し、学び舎を巣

立つと同時に、新たな美幌高校の輝かしい

歴史も刻まれてきております。

御質問にあるとおり、急激な少子化の影

響とも相まって、入学者数は学科によりば

らつきはあるものの、全体では、平成２３

年度１４７名、平成２４年度１０２名、平

成２５年度１５４名、平成２６年度１２４

名、平成２７年度１２３名と定員割れが続

いている状況にあります。このような中、

美幌高校では、昨年度、自校での１日体験

入学を１回、また、直接中学校へ出向いて

の学校説明会を５回行うなど、積極的に生

徒募集活動を展開されております。

現在、学校と教育委員会が一体となり、

オホーツク管内外の中学校への生徒募集や

マラソン大会へのスクールバスの臨時運

行、あるいは先生方の協力による古典文学

講座（毎年）や町民公開講座（隔年）の開

催、町広報紙での生徒募集など、少しずつ

ではありますが、継続した取り組みを進め

ております。

今後も中学校卒業者数の減少が見込まれ

ることから、地元の中学生と保護者の皆様

にとって、美幌高校が魅力ある高校として

選択いただける存在であることが必要と考
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えております。そのためには、美幌高校の

教育活動の様子を広く情報発信し、町内唯

一の高校を町民全体で支える気運を高める

ためにも、美幌高校との意見交換を重ねな

がら、地元中学校からの進学率の向上を図

るための必要な手だてを協議・検討してま

いりたいと存じます。

次に、美幌高校の部活動への応分の支援

策についてでありますが、美幌高校の部活

動は、昨年の農業クラブの研究発表では、

中標津で開催の東北海道実績発表大会にお

いて、４区分全てに最優秀賞を受賞され、

１０月には沖縄で開催の日本学校農業クラ

ブ全国大会で、地域資源マテリアル班４名

と、農業鑑定競技に１名が参加され、その

実力を大いに発揮されたところでありま

す。

このような全国に美幌町の名前を知らし

める美幌高校の部活動に応分の支援はとの

御質問でございますが、町といたしまして

は、美幌高校は北海道立の高校であるこ

と、また、他の近隣高校などに通う生徒も

おり、美幌高校への部活動に対する支援

は、公平性の観点から問題もあり、難しい

と考えているところであります。

一方、美幌町表彰規則の規定により、一

定の成績をおさめられた場合には、表彰を

行い、その功績をたたえておりますので、

御理解をお願いいたしたいと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 中心市街地のほう

でありますが、商店街等々には各種ソフト

事業の支援をいただきまして、商店主の一

人としても感謝しているところでありま

す。せんだってもスマッピーのプレミアム

事業に関しましては、数多くの町民の方に

御来場いただきまして、大変好評だったと

いうふうに、私もお手伝いをさせていただ

きながら思っているところであります。

それで、今回リセットされました中心市

街地活性化の話でございますが、昨年６月

に美幌町のまちづくり白書をつくっていた

だきました。町民アンケートをもとにいろ

いろと各個々人の思いをつづっている白書

でございますが、その中で、私はずっとこ

の本を読んでおりまして、いろいろと商店

街――もちろん美幌町全体のいろいろな思

いが語ってあるのですけれども、大通街区

といいますか、商店街の中心市街地の現状

を憂う声が大変多うございます。子供から

高齢者まで気兼ねなく集う施設の設置が欲

しいと。

美幌町と言えば○○というようなものが

ぴんとこない。特に大通りの活気のなさが

以前から気になり、空いている建物の土地

を有効利用できるといいですね。町民手づ

くり作品のギャラリーを眺めながら休憩で

きる場所、憩いの場所が欲しい。美幌マル

シェ、美幌産の農畜産物の販売拠点として

ＰＲ、美幌高校との連携、市街地に道の駅

を。また、もう１０年以上たちますけれど

も、以前運営されていた「ば・じ・る」の

ように、高齢者や住民の方々が自然に集ま

り、談笑できる空間づくりなどなど。

これがまさしく、にぎわいの駅と言いま

すか、商工会議所等々、以前から行政との

打ち合わせの中であったと思いますが、そ

ういう施設、空間を望む声が非常に街区の

中に多いというように私は受けとめており

ます。

もちろん、ハード面で建てればそれで全

てよしというわけでは、決してございませ

ん。そこに仏つくって魂入れずではありま

せんけれども、そこを運用する、利活用す

る、我々町民、その人たちの思いをきちん

と形にしたものが、あの場所に、大通街区

に必要かなというふうに強く強く思ってい

る一人でございます。

ぜひ、町長の公約にございます、中心市

街地活性化の策として推進するに当たりま

して、ひとつ御決意をお聞かせいただけれ
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ばと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私は今回、３度町

政のかじ取り役として、町民の皆さんの御

支持をいただいたということであります。

その中で、町民の皆さんにお示した１０

項目の基本目標と、４１の具体的な事業の

中にも中心市街地の活性化ということを訴

えてまいりました。

それで、背景としましては、非常に今は

郊外型の店舗が多くなってきたと。そのよ

うな中で中心市街地が非常に寂れてきてい

るということがあります。

それともう一つ、将来に向けて心配な事

項としては、高規格道路が今、小利別・足

寄間が、当面整備しない区間から整備する

区間に入ってきた、いわゆる凍結の解除に

なったということで、次の政治日程として

は、端野・高野間が結ばれるということに

なります。そうすると、十勝圏域とこのオ

ホーツクが結ばれる。その中で、美幌バイ

パスが位置づけとしてあるということであ

ります。これがまず一つだと思います。

もう一つは、全国で６カ所、広域観光周

遊ルートが選定されました。これは北海道

の中、かなり広い旭川から十勝、そしてオ

ホーツク知床まで結ぶ大きな周遊ルートの

選定がありました。これらを合わせます

と、高規格ができ、周遊で多分、移動はレ

ンタカーなり自家用車になると、美幌バイ

パスを通って素通りされる可能性が非常に

強いということがあると思います。素通り

されるということは町の衰退につながる

と。我々、経験則として、上川の例である

とか、いろいろな近隣の例を見ておりま

す。そういった意味で、決意ということで

ありますけれども、先を見通しても非常に

厳しい状況が予想されるということであり

ますので、会議所初め、関係団体と協議を

しながら、できるだけ早い機会に、まちな

かににぎわいを取り戻す、そして集客でき

るそのような施設だけではなくて、個店の

問題もいろいろあると思いますけれども、

全体として中心市街地に活気を取り戻そう

ということは考えておりますので、決意の

一端になるかどうかわかりませんけれど

も、そのような思いでおります。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 確かにそういうバ

イパスですとか、高規格道路等々ができれ

ば、この町は今まで以上に簡単に通り抜け

るということができる。そのようなこと

は、私も容易に思うところでありますし、

そのような事態は、私もよく見ているとこ

ろであります。ですから、観光客を町の中

に取り込むというのはもちろんであります

けれども、やはり、この町の人間、地元の

人間が、その施設、例えば建物等々を活用

して、そこでにぎわいの駅を起こす、にぎ

わいを起こすというのが私は保守本流の考

えであろうというふうに思います。

やはり、町民みずからがそこに集い、楽

しみ、そこで笑顔がつくれる場所、そうい

う場所がきっと息長く、町民にとっても、

また地元の人間が楽しめるからこそ町外か

らも、何をやっているのだ、何かやってい

るぞということで、また町外から集まって

くるのだろうということを常々思っており

ます。

ですから、まだまだ具体的なことが言え

ないという話ではございますけれども、中

心市街地活性化の内容で考えれば、その集

客機能ということで、公共施設があるだと

か、昨今、私も見て回っている中では、例

えば近隣に美幌町の図書館があります。あ

そこも、もう４０年近くたつのでしょう

か。かなり老朽化も進んでいますし、ああ

いう施設を街中に持ってくることもできな

いのかなと。

それとか、物産品・特産品の販売ができ

る場所、例えば特産品、まるまんまでもア

スパラスープでも、いろいろなものがそれ

ぞれできております。例えば、レストラン
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機能を併設して、そこで試食できたり、も

ちろんそこで販売、発送、いろいろなこと

ができるだろうと。あえて言えば、街中に

も道の駅の機能を持たせた施設があると、

これを町民の方たちが利用することで、き

っともっともっと利用価値も上がって、そ

ういう施設が切望されているのだと。

後ほど話も出ますけど、今ぽっぽ屋でも

美幌高校の農産物の加工品を売っておりま

す。そういう場所の常設の可能性も出てく

るでしょうし、もっともっと利活用はでき

る。そういうソフト面については、私たち

も、積極的にといいますか、一生懸命、関

係機関と打ち合わせをしながら、いいアイ

デアを持って進めたいなと、そんなふうに

常々思っているところであります。

確かに、予算的な措置もいろいろとかか

ってくる話ではありますけれども、町長に

は真剣にやるぞと、いついつまでやるぞ

と、そういう決意は今お聞きしていました

けれども、できればいつごろそれを発信し

ていくのか、改めて今期３期目になりまし

て、きっと円熟の中の行政手腕でございま

すので、ぜひその辺もいつごろそれを具体

的に発信できるのか、お聞かせ願いたいと

思うのですがいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 第一報と言います

か、第一心は発したつもりでおりますの

で、この後、役場内も組織横断的にいろい

ろな部署が集まらないと、担当部署１カ所

では多分進まない話だろうと思います。

今、図書館のお話もされましたけども、例

えば、今までであれば、ご質問の商業に関

するものは経済部というくくりでありまし

たけれども、それだけでは済まないと思い

ますので、いずれにしろ、組織横断的な検

討を加えなければなかなか協議にも入って

いけないということでありますので、その

辺をしっかりとやりたいと思っておりま

す。

そして、具体的な時期については、いつ

という明示は今のところできませんけれど

も、その点は御理解をいただきたいと思っ

ております。

それで、私は２回目の答弁のときに、こ

れから先の話をちょっとさせていただきま

したけれども、もちろん町民の皆さんが基

本的に中心市街地に集まり、そしてにぎわ

いを取り戻す、元気づける、活性化する、

そして、そのことで商店街が潤う、集客に

なるというようなことを、もちろん考えて

いないわけではありません。とりわけ、中

心市街地になぜこだわるかということであ

りますけれども、やはり、生活に必要な機

能が備わっているということがまず第１点

だと思います。それは、日常生活をする上

で、商い機能と言いますか、要するに日常

品を買いに行けるというようなことと、あ

と公共施設の配置も大体この中心市街地、

あるいは中心市街地の側に配置されている

というようなこともあって、やはり、中心

市街地の活性化を図らなければいけないと

思っています。

町の顔としても、多分、議員も私も町外

の人に美幌町ってどのような街ですかと言

われたときに、イメージをすると、美幌峠

もありますけれども、中心市街地のことを

イメージしてお話、紹介したりすると思う

のです。そのまちの顔が元気な顔でなけれ

ばいけないという思いもありますので、そ

ういった意味で、中心市街地の重要性は感

じております。

それで、今までやってきた中でも、街な

か居住ということで、５９戸の借り上げ住

宅の配置もいたしました。そのようなこと

で、牛歩の歩みかもしれませんけれども、

着実にやっていきたいと思いますし、これ

から少しスピードアップしてやっていかな

ければいけない、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） その町長の真摯な
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姿勢に、ぜひその言葉が具現化できるよう

に、一日も早いことを期待いたしますが、

私といたしましては、役場機能がどうして

も縦割りでなかなか思うことがすぐ縦横無

尽にいかないのだろうというのは推察する

ところでございます。昔、今の経済センタ

ーの３階に、そういうまちづくりの担当部

署があったと思うのですが、私としてはぜ

ひそういう部署を一日も早く立ち上げて、

縦横無尽に活躍できる職員を配置していた

だき、この中心市街地活性化の一日も早い

実現に向けて、町長の本気を見せていただ

ければということを切に希望いたします。

それで、この質問の最後といいますか、

この道の駅といいますか、にぎわいの駅構

想の大きな目的の中に、その地域の交流施

設、教育文化施設、商業施設、また、社会

福祉施設と、多岐にわたる可能性が秘めら

れている場所でございます。

まちづくりは人づくり、私もこの言葉を

常に胸に置いて、まちづくり活動をやって

おりましたけれども、やはり、箱ができる

ことによって、いろいろな人が集い、そこ

でいろいろな方たちの語らいがあり、笑顔

がそこで花咲くと。そういう場所づくり、

にぎわいの駅の実現に向けて、私も一生懸

命邁進してまいりますので、町長以下、皆

様の御努力に期待しているところでありま

す。

これをもちまして、中心市街地の質問は

終わります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 行政の組織の中で

は、縦割りというようなことでありました

けれども、いずれにしろ、これは多岐にわ

たりますので、横断的な組織をどうするか

についても、今後の課題の一つだと思って

おります。

それで、会議所のほうに出向いて、中心

市街地活性化室でしたか、設けてやってお

りましたけれども、行政の役割と、民間あ

るいは事業者の役割、あるいは機能分担と

いうようなことも当然出てくると思います

ので、いずれにしろ、そういったことを調

整できる、協議できる窓口をしっかりつく

りながら、組織横断的な検討をしなければ

いけないと思っています。それも、できれ

ばスピードアップしながら考えていきたい

と。そして、当面と中長期的な計画にわた

ると思いますので、当面どうするかも含め

て検討してまいりたいと、そのように思っ

ております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） そのスピードアッ

プの感覚が、お互いにずれのないようにや

れるといいなと切に思う次第でございま

す。よろしくお願いいたします。

続きまして、美幌高校への支援について

の質問でございます。

美幌高校の支援策について、いろいろお

尋ねいたしました。細かい項目で二つほど

質問をいたしましたけれども、特に二つ目

といいましょうか、クラブ活動、部活動の

全国大会支援についてでありますが、町長

は道立高校であるということをおっしゃっ

て、なかなか公平性の問題もあり難しいと

いうようにおっしゃいました。

道立高校である障害、確かに美幌は美幌

町のための町立の学校もたくさんあります

し、高校といえども、道立の学校に対して

難しいのだということをおっしゃっている

ようでありますけれども、ただ、統合する

前、稲美にまだ美幌高校がございましたと

きに、いろいろと支援策をお願いしたと

き、もちろん吹奏楽だとか、かなり大きな

規模になったときは、ご支援いただいたこ

とは覚えておりますし、二度ほど、当時１

００万円でしたか、いただいた記憶もござ

います。ただ、美幌高校ばかり支援すると

農業高校もあるので片落ちになるからそれ

はなかなかできないのだというような話を

しておりました。

ただ、現在はもう２校が１校になったわ
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けですから、これはもう何も迷うことな

く、集中して応援はできるのではないかと

思います。

そしてまた、もちろん教育機関というも

のではありますけれども、美幌高校には現

在、生徒、教職員あわせて４３６名の人間

があの場所におります。教職員のほとんど

は美幌町にお住まいでございますし、そこ

での経済活動はきっとかなり大きなものが

あるであろうということも推察されます。

考え方によるのでしょうけれども、道立

高校ということよりも、４００数十名とい

う人がそこで生活している、いろいろと活

動している場があるということを考える

と、きのうも髙橋議員でしたか、おっしゃ

っていましたけれども、企業が撤退してし

まうと、困ったときに手を打つのではなく

て、美幌高校も現在４００数十名おります

けれども、いつまでも入学者数が減ってい

くと、道もいつまでも美幌高校をこの町に

置いておいていいものかと、そういう考え

になるときがきっと来ると思うのです。昭

和５０年代当時、美幌高校の農業科４間

口、普通科４間口の８間口と、当時１，０

００人以上いた生徒でございますが、もち

ろん少子高齢化の波に押されて分離した

後、今現在は半分以下になっているのが現

実でございます。その中で、ぜひとも一つ

の企業支援という見方に視点を変えれば、

全然問題はなくいけるのかなと。もちろん

１００％全部が全部を支援してほしいとい

うわけでは決してございません。選ばれた

中の、全国大会という極めてまれな場所で

の活躍に対しての支援をお願いしたいとい

うことでございます。具体的な数字は、今

は申しませんけれども、応分という言い方

もオブラートに包んでおりますけれども、

その意図を酌んで、ぜひとも応援をお願い

したい。

順番をかえてお話しましたけれども、そ

のまま流れでお話いたしますが、とにもか

くにも、この学校の支援というものが私の

質問の根底にあるわけですから、その入学

の生徒の増についても、ぜひともお願いを

したい。この中で、町長さんは中学校にも

っともっと理解を深めるための情報を発信

していくということでありますが、特に地

元の中学生の関心が若干薄いように思われ

ますが、これについてはどのようにお考え

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 地元中学校の卒

業者、中学生が卒業して美幌高校に入る割

合を含めて、状況をちょっとお話しさせて

いただきたいと思っております。

例えば、ことしでありますけれども、２

０７名が卒業して、そのうち地元に９９名

入っております。全体的には、２６年度は

ちょっと低かったのですけれども、そんな

に極端に地元への人数が減っているという

ような認識はありません。

ただ、そこで問題なのは、なぜ全体的に

募集の人たちがふえていかないかという

と、もともと従来も含めて、地元の子供た

ちがもう少し美幌高校に通ってほしいとい

うのが本音でございます。ですから、今、

私ども教育委員会として把握しているの

は、大体５０％です。正確にいくと、こと

しでいくと４７.８％です。ですから、大体

５０％と見た場合、今美幌高校にお願いし

ているのは、協力し合って、この割合を５

５％から６０％までいきましょうと。

今後の生徒の見通しをちょっとお話しさ

せていただければ、平成２９年が１５９名

になるのです。ことしは２０７名ですか

ら、そこがこの５年間を考えると一番低

い。そう考えると、何とかして地元から５

５％、何とか希望としては６０％まで努力

をしましょうという話はしております。

ですから、それは基本的には町長も答弁

で話していますけれども、やはり、地元唯

一の高校であるという認識をしている中

で、高校自体が魅力ある発信をしてもらわ

ないと、私どもがいくら子供たちに地元い
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きましょうと言ってもなかなか難しい部分

があるので、それをお願いしています。

それと、もう一つの観点として、町外の

人。言うなら普通科は、ことし７６名です

から、８０名に対して７６名ならそれなり

にきちんと入ってきていると。元でいう、

農業科、特に生活環境科学科というのが、

実は後継ぎを育てるところなのです。ここ

の落ち込みがひどいということで、この辺

の強化をしなければいけないかなというふ

うには思っております。

そういう意味では、地元の子供たちが地

元の学校に行ってほしいという努力もする

のですけれども、逆に町外、本来美幌町だ

けではなくて、このオホーツク圏域で育て

なくてはならない農業科の募集というか、

ここにかなり力を入れなくてはいけないと

思います。また、昨年からは、教育委員会

の私なり部長が校長に付いて、管内とか管

外の中学校、それから農協、農業団体にも

ぜひ後継者を美幌に連れてきてほしいとい

うことでお願いをしている状況でございま

す。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ありがとうござい

ます。

確かに、高校からの魅力発信というの

は、もちろん私も常日ごろから思うところ

でありますので、何もしないでただ生徒に

来てくれという話でも、これは決してそう

ではございません。しかしながら、子供が

見る高校の目、親が見る高校の目、最近い

ろいろな方とお話をして、特に思うのは、

中学校の先生方があまり美幌高校のことを

よく御存じないのではないか。それは逆

に、美幌高校の発信が弱いというものがあ

るのかもしれません。

そこで、どちらがいいとか悪いとかとい

う話をしたくて、私はここに来ているわけ

ではございませんので、ひとつ前向きなと

いいますか、もちろん教育長さんはプロで

すから、いろいろな情報をお持ちでしょう

けれども、先般、先生と話したときに、異

種校間連携の推進と言うのでしょうか、幼

稚園、小学校、中学校、高校と、それぞれ

の施設で、いろいろな教育を進めているで

しょうけれども、それを連携して、もっと

もっとこの美幌町を盛り上げていこうとい

うようなことだと思います。

これは、高校の先生ともお話したとき

に、美幌高校の取り組んでいること、いろ

いろな授業の内容とかを地元の中学校の先

生たちは、残念ですがよく理解されてない

のだろうなと。ですから、先生たちは日常

お忙しいというのはわかるのですが、ぜひ

学校に足を運んでいただいて、どのような

授業をやっているのか見る機会を、私はぜ

ひつくってやっていただきたいと強く強く

思うところであります。

それはまた、とりもなおさず美幌高校の

先生が、また中学校に行って、いろいろな

発信をするということが肝要かと、必要か

と思いますが、今現在、先生を取り巻く環

境は本当に厳しくて、いろいろな問題を抱

えていて、そういうところに忙殺されるの

もいかがなものかという意見もあります。

しかし、お互いのやっている内容をよく認

識することによって、そういうわだかまり

と言いますか、いろいろな思いが解けて、

何かあったら北見あるいは網走があるよと

いうことではなくて、美幌にはこういう支

援をしてくれる、こういう指導をしてくれ

る先生がいる、こういう学校だと、そうい

う発信をしていただければ、思い悩む生徒

や保護者の皆さんからも、そうか、もっと

もっと地元を利活用したいというような話

になるのかなと思っています。そんな単純

なものではないと言えばそれまでですが、

とにもかくにも、地元の学校、地元の施設

といいますか、そこがよく理解されていな

いのではないかというところを、私はいつ

も思うところであります。ですから、例え

ばＰＴＡにしても、中学校、高校、もちろ
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ん小学校含めてですが、交流を年に一度、

６校の集いで交流があったりもしますけれ

ども、そこはまた美幌高校のＰＴＡの皆さ

んにも、また視点を変えて発信をしていた

だければなということを思いますが、先ほ

どの異種校間連携の件については、いかが

お考えでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 校種間という

か、学校のそれぞれの交流の部分でいきま

すと、毎年、校長会で教育長として、こと

しは何をやってほしいという項目の中に、

校種間連携、例えば小学校から中学校もそ

うですし、中学校から高校もそうです。そ

れは、進学だけではなくて、中１ギャップ

を含めた、子供たちの学校が変わることに

よって、いろいろ問題も生じる。そのこと

も含めて、解決のためにそれを重点的に取

り組んでほしいという指示を出していま

す。

もう一つは、学力対策も言っていますけ

れども、その中に、当然中学校から高校、

言うならば美幌高校は唯一の美幌町の学校

でありますので、高校との連携もとってほ

しいということも言っておりますので、高

校側も今までのことも踏まえて、学校側に

積極的に、要は学校のＰＲだけではなく

て、授業に出向くとか、例えば、高校の先

生が中学校で授業を教えるとか、そういう

ことに踏み込もうという話が今出ておりま

す。

ですから、そういうことでいけば、従来

の学校説明会から一歩何か踏み出してとい

うことは、お互いに協力し合ってやろうと

いうことでは、それは一遍にたくさんでは

ありませんけど、一歩一歩前に歩んでいる

状況ではあるというように理解しておりま

す。

あと、校長間でも、校長会と言えば中学

校、小学校だけですけれども、その中で年

に何回かは高校の校長も入れて、全体でそ

ういう論議もしようという動きもきちんと

させていただいておりますので、今、稲垣

議員から言われたことは、本当にそのとお

りだと思う部分が結構ございますので、前

向きに一歩一歩進めていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ぜひ、ドラスティ

ックな変化はないとはもちろん思っており

ますが、でもこれは人と人との話で十二分

に理解をされて、中学校から高校、さらに

その進学はもちろんですけれども、地元意

識といいますか、その地域を愛する気持ち

というものも、より深く根づくのかなと、

そのような気持ちでおります。ぜひとも、

特に中学・高校間の連携については、強く

強くお願いしたところであります。

最後に、一日体験入学を中学校から、美

幌高校でされております。もちろん体験入

学といっても、美幌の中学校のためだけに

やるわけではもちろんないのですが、その

ときに、ある中学校は全員行かせるよ、あ

る中学校は希望者だけということではな

く、ぜひ、くどいですけれども、理解をす

るためには、私はこっちの学校に行こうと

思っているけれど、まずは地元にこういう

学校があるのだなと、そういう認識を持つ

ことによって、お母さん、美幌高校でこん

なことやっていたよ、お父さん、こんな感

じで勉強教えてくれているよと、そのよう

な会話が美幌町の中学生の家庭で起きるよ

うに、もちろん、その高校の魅力の発信は

言うに及ばないわけでございますけども、

その発信の受け手のほうで、何もアンテナ

を張らなければ、進まないわけですから、

ぜひ、もしそういう要望が中学校にできる

のであれば、中学生が高校の体験入学があ

るというときには、美幌町内の生徒さんに

は行っていただきたいと、そのように思い

ます。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、お話のあり
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ました、美幌高校に関しては地元の高校と

いうことで、やはり、町全体で応援する学

校でもあると認識しておりますので、両中

学については、きちんとそういう説明があ

るときには、卒業対象になる生徒には、全

員お話を聞くような機会をつくるように指

示は出したいと思っております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ありがとうござい

ます。

ぜひとも、くどいですけれども、地元の

一つの産業といいますか、施設といいます

か、この町民が多く募って、活躍している

その施設、場所を我々美幌町民が、いい意

味で、利活用と言ったら言葉が悪いです

が、今回のまるまんまも含めて、いろいろ

な産業、商業を勘考し、活躍している、発

信してくれている学校でございますので、

これは絶対なくすわけにはいかない。逆に

もっともっと育て上げて、そしてまた、高

校といえばもちろん進学もありますけれど

も、それからすぐ社会人として活躍してく

れる若い人材であります。話が広がって恐

縮ですが、その方たちの働ける場所、そし

てまた、美幌町に、そういった人たちが活

躍できる魅力ある施設、また環境を整える

のが我々大人の責務かなと強く思っており

ます。

先ほどの中心市街地活性化も含めまし

て、多岐にわたった思いで、私は今回、中

心市街地とこの美幌高校の問題を取り上げ

させていただきました。

ぜひ、これは明るいといいますか、意味

もなく明るいといいますと語弊があります

けれども、皆さんが笑顔で過ごせる、そん

な日々を、一日１回は笑顔でいられる時間

帯がつくれるような、そのような思いで今

回の質問をいたしました。

美幌町、私も大好きな町ですし、応援し

たいと思っておりますので、意図を酌んで

今後も町長、ひとつよろしくお願いしたい

ということで、質問を終わらせていただき

ます。

○議長（大原 昇君） 以上で、５番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。

暫時休憩といたします。

再開は１０時５５分といたします。

午前１０時４６分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１０時５５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） 〔登壇〕 私

は、さきに通告してあります２項目、５点

について質問させていただきます。

まず、１項目のパークゴルフ場につい

て、平成２７年２月に新パークゴルフ場７

２ホールを航空公園の滑走路を含めたエリ

アで計画との新聞報道がされた以降、住民

の声としては、遠くて自転車では行けなく

なる、混雑する一時期だけどうにか解消で

きれば、もう今のパークゴルフ場でよい、

新しいパークゴルフ場がオープンしても、

そのとき自分がパークゴルフをやっている

かどうかわからない、建設費や維持費が高

くなって、後世に負担を残してほしくな

い、航空公園の滑走路も町の財産ではない

か、などとの住民の声があります。これ

ら、住民の不安の声に対して、お考えをお

聞かせください。

１点目、パークゴルフ場が遠くなり、自

転車で行けなくなったとき、交通手段はど

う考えているのか、お聞かせください。

２点目、基本計画では、事業費が３億６,

０００万円とのことですが、今後、実施計

画の段階でふえていくことも考えられるの

ではないか。予想されるものがあればお聞

かせください。

また、既存の河畔公園パークゴルフ場の

維持管理費と新設パークゴルフ場の維持管

理費の見込額について、内訳も含めてお聞
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かせください。

３点目、航空公園（滑走路を含む）建設

時の補助金も含めた総事業費についてお聞

かせください。

４点目、既存コース（しらかばコース）

を充実・整備することで、より早い年次で

の整備と混雑の解消を図ることができると

思いますが、町長の考えをお聞かせくださ

い。

２項目目のマタニティハラスメント対策

についてです。

マタニティハラスメントをなくし、子供

を産みやすい町にしてはどうか。

マタニティハラスメントは、マタハラと

も言われ、働く女性が妊娠・出産をきっか

けに職場での精神的・肉体的な嫌がらせを

受けたり、解雇や雇い止めをされたり、自

主退職を強要されるなどの不当な扱いを受

けることであり、労働団体の調査では、妊

娠経験のある女性の５人に１人が被害を受

けています。

言葉による精神的な嫌がらせにとどまら

ず、解雇や降格、望まない人事異動もあ

り、４.７％の方が妊娠中に残業や重労働を

強いられたという調査もあり、流産や早産

にもつながりかねない事態が明らかになっ

ています。

本町では、町内で安心して子供を産み、

育てられるための多くの施策があります

が、働く女性が安心して妊娠・出産ができ

る環境をつくるためにも、町内企業を挙げ

ての取り組みが必要であると考えますが、

町でも取り組む考えがあるのか、お聞かせ

ください。

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 岡本議

員の質問にお答えを申し上げます。

初めに、パークゴルフ場について、１点

目のパークゴルフ場への交通手段について

でありますが、計画しております新設パー

クゴルフ場クラブハウスまでの距離は、大

正橋から約１,５００メートルと、移動距離

が長くなり御不便はあるかと思いますが、

移動可能な距離であると考えておりますの

で、御質問の交通手段につきましては、現

在のところ考えてはございません。

次に、２点目のパークゴルフ場の建設費

及び維持管理費についてでありますが、昨

年度実施いたしました、河畔公園パークゴ

ルフ場基本計画策定委託の中で、新設パー

クゴルフ場７２ホール造成の概算事業費が

約３億６,０００万円と試算されました。

岡本議員御心配の、今後、造成費がふえ

るのではないかでございますが、今後、計

画しております実施設計におきまして、詳

細な事業費が算出されますが、事業費が膨

らまないように、可能な限り努力してまい

りたいと考えております。

また、既存パークゴルフ場の維持管理費

につきましては、平成２７年度予算額で、

消耗品など１０７万４,０００円、草刈用車

輌に係る経費及び芝生維持管理経費３１９

万９,０００円、管理業務委託料６２２万

１,０００円、計１,０４９万４,０００円と

なっております。

新設パークゴルフ場の維持管理費見込額

につきましては、基本計画策定委託の受注

業者が、これまで携わりました経験値をも

とに、１,１５０万円と算出した数値であり

ます。今後、詳細を詰めてまいりたいと考

えております。

次に、３点目の航空公園（滑走路を含

む）の補助金を含めた総事業費についてで

ありますが、平成３年度から６年度までの

間に、単独事業として、現在の美幌場外離

着陸場に設置されております管理研修室、

機材倉庫、Ｄ型倉庫、格納庫の設置や航空

機展示場の整地などの整備を３,３７０万

５,０００円の事業費で実施し、平成７年度

から９年度までの間に、国の補助事業や起

債事業を活用して、滑走路舗装やインライ

ンスケートコース、ヘリポート、トイレ、

コンビネーション遊具、広場などの整備を
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１億９,６３３万１,０００円の事業費で実

施しました。この間の総事業費は２億３,０

０３万６,０００円であり、そのうち補助金

は６,５００万円、地方債は１億１,３８２

万９,０００円となっております。

次に、４点目の既存コース（しらかばコ

ース）の充実整備についてでありますが、

今回整備いたします新設パークゴルフ場に

ついては、台風など大雨によるコースの浸

水被害やアクセス道路であります大正橋の

出入りに際した交通事故の危険性などを考

慮して、新たに整備するものであり、既存

コースを含めた整備は考えておりませんの

で、御理解をお願いいたしたいと思いま

す。

次に、マタニティハラスメント対策につ

いて、マタニティハラスメントをなくし、

子供を産みやすい町にしてはどうかについ

てでありますが、北海道労働局における妊

娠・出産・育児休業等を理由とする不利益

取り扱い、いわゆるマタハラに関する相談

件数は、平成２５年度が４９件、平成２６

年度が６７件となっております。さらに、

保健指導または健康診査を受けるための、

時間確保などの母性健康管理に関する相談

件数は、平成２５年度が３２件、平成２６

年が３９件となっております。このこと

は、労働基準法及び男女雇用機会均等法を

遵守されていない企業もあり、あってはな

らない事象であると思っているところであ

ります。

職場でマタハラが起こる原因の上位に、

男性社員の妊娠・出産への理解不足、協力

不足や会社の支援制度設計や運用の徹底不

足が挙げられております。このことから、

マタハラを防止するためには、妊娠・出

産・育児に関する社内規定や制度をしっか

りと整備し、同時に社員への周知や啓発を

行い、意識を高めていくことが大切であ

り、周囲の理解や協力が不可欠であると考

えております。

また、妊娠・出産・育児をしながら、女

性労働者が生き生きとして、安心して働く

ことができる職場の環境づくりに取り組

み、女性労働者の就業支援の推進を図るこ

とは、重要な課題であると認識していると

ころでもあります。このような背景から、

労働基準法における母性保護規定や男女雇

用機会均等法における母性健康管理の措置

の啓発及び遵守の徹底を図る必要があると

考えているところであります。

今後におきましては、庁内の関係部署と

の連携を強化するとともに、北海道労働局

あるいは商工会議所などの関係団体と連携

し、事業主に周知を図り、妊娠・出産・育

児をしながら働く女性労働者の就業支援を

推進してまいりたいと考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いをいたし

たいと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、パー

クゴルフのほうからやっていきたいと思い

ます。

まず１点目の、パークゴルフ場が遠くな

ることで、交通の便を今は考えていないと

いうことでありますが、大正橋から１.５キ

ロメートル上流ということで、移動可能だ

ということなのですけれど、不便もあるか

と思われますが、何とか来てくださいとい

う答弁でした。自転車で行っている方も結

構多いのです。そういう方は、やはり、こ

れからちょっと自転車では行けなくなるの

ではないかなという話を、私は何人か聞く

ことができました。

町長も選挙を終えて、いろいろな方のお

話を聞く機会があったと思うのですが、遠

くなるとか、例えば自転車で行けなくなる

のではないかとかいうお話は、町長の耳に

は入らなかったのかなと思っているのです

けれど、その点をちょっとお聞きします。

○議長（大原 昇君） 町長。
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○町長（土谷耕治君） 私の耳には届いて

おりません。ただ、新しいパークゴルフ場

の待望、期待は大きいというふうにいろい

ろな声を聞いております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） そうですか。パ

ークゴルフ場は、広い用地が必要であるの

で、どこにつくっても、そう近くにはでき

ないということは、私も理解するところで

す。ただ、これから高齢化する社会におい

て、多額の金額を要して――その距離的な

面で、今まで以上に遠くなるということに

対しては、そんなにパーク仲間が多いわけ

ではありませんが、私は何人かに交通手段

で、だれかが連れていってくれたときでな

ければもう行けないという話はかなり聞い

ています。

浸水するので、上流のほうにつくらなけ

ればならないというお話でしたけれども、

今の計画では小谷沢川から下流に、現パー

クゴルフ場しらかばコースとの境界までの

エリアでという、比較的、洪水により浸水

しないエリアというふうに考えているよう

です。それは標高１４.５メートルから１

８.４メートルまでの間で考えているとのこ

となのですが、私は、美幌は標高が結構低

いところが多く、標高で言えば、洪水ハザ

ードマップを見れば、旭小学校の校舎の横

が確か１５メートルだと思います。町の中

でも、１１メートルのところもあるし、パ

ークゴルフ場が水害をこうむるときは、割

と町の中で結構水がつくということが現実

的にあるのではないかというふうに思いま

す。

この辺、町長は今どのようにとらえてい

らっしゃるでしょうか。新しくつくるパー

クゴルフ場も、比較的標高は低いため、そ

こに水がついたときには、住宅地もかなり

水がつくのではないかということは考えら

れませんか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 公共施設の整備含

めて、いろいろな提案をすると、いろいろ

な方がいろいろな受けとめ方をして、いろ

いろな発言をされます。

ただ、２６年度も３万３,０００人の方が

あそこを利用しているわけです。そして、

先ほど言いましたように、私も町内くまな

く歩いた経験があります。その中でいう

と、待望論が非常に強いというような声が

あります。岡本議員が言われているよう

に、遠くて自転車で行けなくなるだとか、

混雑する一時期だけどうにか解消できれ

ば、今のパークゴルフ場でいいとか、ある

いはオープンしても――これはですね、こ

ういう声はありました。いつできるのと、

俺の生きているときにやってくれよという

声はありました。それだとか、後世に負担

を残してほしくないだとかというような声

は、実は私の耳には全く届いておりません

でした。

それと、基本計画の前にも、いろいろと

議会の皆さんにお話させていただいて、私

があそこに決定をさせていただいて、そし

て基本計画をお認めいただいて、そして今

基本計画を策定中であるという中で、説明

もさせていただいたと思いますけれども、

かつての大雨でも全部つくということもあ

ります。それはあります。ただ、よりつか

ないとこを選定してきているということ

で、御理解をいただいてきたと思っており

ますので、そういう御理解を再度していた

だきたいと思います。

あとの分については教育長のほうから答

弁をさせていただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 高さの話でござ

いますけれども、今回、その標高が１３メ

ートルというお話をしているのは、パーク

ゴルフ場をどの場所にでもつくって、そこ

が１３メートルだということではなくて、

川の中です。堤防の中、言うならば堤外地

と言われる川の流れる部分において、平成
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４年に水がついた端の部分が、今データは

持っていませんが、１３．いくらかの標高

の部分ですと。それを勘案して、先ほど町

長が言いましたけれども、水がつかないと

予想されるというのは、やはり上流側であ

って、その上流側であれば、差が１メート

ルとか２メートルとか十分あるので、その

下の部分がということは、堤防の中に水が

たっぷりたまったとしても、上になればな

るほど当然水がつかないという意味での高

さをお話しただけなので、その高さが、例

えば平地に合わせたら、低いところもたく

さんありますので、そういう比較ではちょ

っと捉えないでいただきたいと思います。

あくまでも、堤防の川の流れている堤外地

での高さの比較の中で、水が大雨になって

川があふれたとしても、つかない場所を今

回選定させていただいたということであり

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 水の話は、ある

程度は理解できますけれど、誰に会うか

で、その方のパークゴルフ場待望論と、新

しいものはいらないと考えていらっしゃる

方との差は、どのような施設をつくるとき

でも、どういうことをしようとしていると

きでも、やはりあります。例えば、このよ

うに言っている方もいます。パークゴルフ

をする人でも、水がついたときは、水がつ

かないほうを使えば、それでもいいのだと

いう話をされている方もいました。美幌も

今、大雨が降ることが多いので、あの辺は

一切つかないということはないのかもしれ

ませんけれど、そういうやり方の中にも許

容範囲を持っている方がいらっしゃるとい

うことは、私はこのパークゴルフ場の問題

が出て、いろいろな方と話をした中で、そ

ういうふうに思いました。

次に、２点目の建設費及び維持管理費に

ついて入っていきたいと思います。

町長は、２３日の新鞍議員への答弁で、

３億６,０００万円というのは、超概算であ

ると答えられていました。実施計画で、そ

の詳細な事業費が算出されて、事業費が膨

らまないようにしていきたいとの答弁だっ

たのですけれども、私はやはり航空公園を

含む広いエリアとなれば、３億６,０００万

円が、それ以上に膨らむことが予想される

のではないかと思います。例えば、実施設

計をしてみた中で、それが膨らむとなれ

ば、また大きく見直したりする腹づもりが

あるのか。これは、町長にお聞きしたいと

思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 昨日の一般質問の

答弁でもお答えしましたけれども、概算事

業費でありますので、実施設計の中で、こ

れはパークゴルフ場に限らず、これからあ

る町民会館を含めて、コストを下げていく

ということは、やらなければいけないこと

でありますので、そういうことをしっかり

やっていきたいと、そのように思っており

ます。

ただ、懸念されるのは、東日本大震災の

復旧の関係で、人であるとか資材であると

か、あるいはこれからオリンピックもあり

ますので、そちらのほうが若干心配であり

ますけれども、これを超えるようなことは

ないように、しっかりとした取り組みをし

ていきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） コストを下げる

という努力はもちろんなのですけれど、私

はやはりテレビなどを見ていても、震災以

降、それと、今、建築資材なども非常に上

がっている、それから人手が足りないとい

うことをニュースとして捉えておりますの

で、そこで、今描いている写真の中で、３

億６,０００万円ということなのですけれ

ど、それを縮小することも考えられるのか

ということをもう一度お聞かせください。
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○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 縮小というのは、

規模ですか、事業費でしょうか。（「両

方」と呼ぶ者あり。）これは実施設計の中

で、ある程度、先ほど来言っていますよう

に、コストあるいは不要な施設があるとし

たら、それはやはり考えなければいけない

問題だと思います。いずれにしろ、実施設

計の中で、この大枠の概算事業費が出てい

ますので、それを超えるようなことがない

ような努力をしっかりとしていきたいと、

そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 次、維持管理費

について、基本設計の中での新しいパーク

ゴルフ場の維持管理費が１,１５０万円、今

１,０４９万４,０００円ですので、１００

万円くらいの差しか出ておりません。

これもまだ、基本設計の段階なので、こ

れからはっきり見えるということなのです

が、例えば、先ほど町長の答弁の中で、パ

ークゴルフ場に期待する声は大きかったと

いう話なのですけれど、先日、町長が若い

方と懇談の場面があったと思います。私は

新聞の紙面でしかわかりませんが、たしか

若い方もこれからの維持費などについて、

後世に負担を残さないようにというような

お話が出たと新聞で見たのです。

あと、障がい者の協会からも、利用しや

すい配慮をしていただきたいという要望が

あって、そのとき同時に、やはり後世に負

担にならないようにというような――私は

ある意味、町民も皆さん心配していただい

ていると感じています。

これもまだ、基本設計の中だから、はっ

きりした数字は出せないのかもしれません

けれど、この規模と似たようなパークゴル

フ場があるほかの町の話を聞けば、結構維

持費もかかっているのです。この辺、維持

費を削減できるとなったら、今の段階でわ

かることがあれば、こういうことをして維

持費を削減するとか、考えがあればお聞か

せ願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 後世に重い負担を

残さないというのは、もちろんそのとおり

だと思います。我々は今までも、町民の皆

さんにいつも言っていますけども、無理を

強いたり、負担を強いたりして、ようやく

健全財政のゾーンに入ってきたわけであり

ますから、ここが我々の腕の見せどころだ

と思っています。健全財政をしっかり堅持

しながら、さまざまな施設、住民の皆さん

の要望のある施設、事業をしっかりと取り

組んでいきたい。

維持費のことについては、教育委員会の

ほうから答弁させていただきます。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 町長答弁の中

で、平成２７年度の現状のパークゴルフ場

の維持費については、説明をさせていただ

いております。現状の８２ホールの管理と

いうことでございますが、新しくなれば７

２ホールということでございます。管理部

分の作業については、ＮＰＯであります体

育協会に維持管理をお願いしており、ホー

ル数が若干減りますけれども、ほぼ委託す

る人数等については変わりないということ

もございます。将来に向けて、いろいろな

資材費だとか燃料費だとかの値上がりの部

分はあろうかと思いますが、現状の体制の

中でやっていけるのではないかと見ており

ます。

今後の実施設計の中で、最後は詰めてい

きたいと思っておりますけれども、何とか

現状の中でやれることで考えていきたいと

思っておりますので、よろしくお願い申し

上げます。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは次に、

３点目の航空公園の総事業費についてであ

ります。
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答弁では、航空公園には２億３,０００万

円の事業費がかかっているということであ

りましたけれども、新設パークゴルフ場が

航空公園も含むということで、今、オスパ

と町がやりとりしているわけなのですけど

も、私は、やはり過去に２億円以上の投資

をして整備したものを、１団体が使用して

いないという議論だけでいいのかと考えて

おります。滑走路としての価値はもうない

のか、それとも、劣化してだめになってい

るということなのか、いや、まだ使えると

いうことなのか。これは、パークゴルフと

いう前に、町の財産として冷静な判断が必

要ではないかと私は思っております。この

辺のところをどういうふうに考えているの

か。

それと、例えば、航空公園の滑走路の価

値というものについて、庁舎内でいろいろ

されたことがあるのか、その辺をお聞かせ

ください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 価値というのは、

要するに、今後の利用も含めてということ

でしょうか。新設のパークゴルフ場を建設

するに当たって、その地域も含むというこ

とで決断をさせていただいて、オスパと

今、話しております。価値と言われると、

やはり時代という物差しを当てたときに、

あそこでウルトラライトプレーンが飛んで

おりましたけれども、ここ１０年間飛んで

おりません。私どもも待っていました。待

っていた結果、全くこの１０年間、総会も

開かれず、飛ぶこともできずということで

ありますので、価値と言われたら、当時は

スカイスポーツでまちおこしをしましょう

ということで随分やってきたというような

ことを、私はこの行政の中にいて聞いてお

りました。しかし、この１０年間、何も飛

んでいない状況の中で、それこそ町民の皆

さんの声として、なぜスカイスポーツを振

興しないのだと、なぜ飛ばせないのだとい

う声は私の耳に届いたことは、一部の方は

おりますけれども、圧倒的多数の人がそう

いう声を上げてきたことはありません。

ただ、スカイスポーツもいろいろな種類

がありますから、美幌峠を飛んでいるパラ

グライダー、あるいはラジコン飛行だと

か、そういうものについては、別な場所で

しっかりと飛んでいるので、そういった意

味で、価値の問題はちょっとなかなか影響

も大きいので、はっきり物を申しにくいの

ですけれども、いずれにしろ、そういった

時代という物差しを当てると、スカイスポ

ーツでのまちおこし、ウルトラライトプレ

ーンでのまちおこしというのは、なかなか

難しいという判断をいたします。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 先日、こういう

話が出ていまして、航空公園に行ってきま

した。すると、作業服を着た方がドローン

を飛ばしていました。ドローンも、今報道

で、マイナスの面が取り上げられたりして

います。しかし、今その迷惑行為でマイナ

スの面が報道されていましたけれども、搭

載する機材によっては、迅速で広範囲な災

害の状況を把握するとか、行方不明者を探

し出すということで、今後、新たな道を模

索して、すごく広く生活のためになるので

はないのかというような番組がつくられて

おりました。

その価値ということで、微妙な話になる

と町長はおっしゃっていましたけれども、

私はパークゴルフ場をつくるからあそこを

ということと同時に、あの辺が本当にパー

クゴルフ場だけでいいのかと、滑走路もま

だまだ、誰が使うとかという問題ではな

く、よその町にもなかなかあるものではあ

りませんので、先ほどいろいろ観光だと

か、そういう話になってきたときに、価値

を生み出せるものではないのか、そういう

視点で物を考えてもいいのではないのかと

いう考えを持っています。

先ほど、町長が、早くとか望まれている
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とかいうことなのですけれど、ここで本当

に滑走路が今後残すべきものなのかどうか

の調査くらいはしたらどうかなという考え

を私は持っていますけれど、先ほどと同じ

かもしれませんが、お考えがあればお聞か

せください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほどの答弁どお

りであります。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 次、４点目の既

存コースの充実整備についてです。答弁で

は、既存コースのことは考えていないとい

う、ぴしゃりとした答弁でしたので、私も

やりにくいのですが、昨日の一般質問で、

町長は平成１９年に、町長になるときから

の町民とのお約束だとおっしゃっていまし

た。私は、このことも十分に承知していま

す。

私もパークゴルフ場に関しては、何度も

一般質問をさせていただいています。どこ

につくれば、最も早くつくることができる

のかという質問をいたしましたし、そのと

きの答えは、苗畑跡地というお答えでした

けど。

そして、土谷町長になってからも１回は

させていただいたような気がします。パー

クゴルフ場が望まれてから年月が経過して

いる、もう今のところの充実でよいのでは

ないかという、自分の考えを述べさせてい

ただいたことがあります。

きのう、時のアセスという言葉を使われ

た方がいましたが、私はまさしくそうだな

と思っています。１６年議員をさせていた

だいています。もう１５年前からこのパー

クゴルフ場の話は出てきている。そして、

このままスムーズに進んでも、５、６年先

のオープンだと、もっとスピード感を持っ

てというふうに町長はお考えがあるかもし

れませんが、３月の定例会では確かそうい

う質疑を私もさせていただきました。１５

年と５、６年を足すと、大体２０年が経過

してしまうのです。２０年ということで、

かなりやる方も変わった、そして、その利

用者ということを考えましても、近隣町村

のパークゴルフの利用者数の推移がありま

す。

確かに、町長おっしゃったように、これ

は平成２２年から２６年までの２市８町の

パークゴルフ場の利用者数の推移をあらわ

しております。美幌町の場合は、平成２２

年と２６年を比べれば、美幌町の場合は△

１０.９％、これはまだいいほうと言えばい

いほうなのです。ほかのところでは、△５

５.８％、△４３.８％、△２２.８％、△

７.３％、△４９％、△２１.７％、△３.

６％、△７.３％、△１４.８％、△３０．

１％、△２２.９％、唯一、北見の常呂川水

系河川敷パークゴルフ場だけが、１６％増

になっているのです。

町長は町民とのお約束だからとお考えの

ようですが、それは本当に町民のためにな

っているのかなというふうに私は考えてい

るのです。むしろ、その年月をかけない

で、先ほど、水の問題などもいろいろ言わ

れていましたけども、そうしても、この中

で長いことパークゴルフ場をやっているわ

けですから、今、パークゴルフを楽しむ方

のために、今のところ、交通の便が悪いと

か、いろいろなマイナス面が取り沙汰され

ていますけれども、今のところを、よりお

金をかけて早い段階で充実させることがで

きるのではないか。もっと使い勝手のいい

パークゴルフ場に、今のをより充実させる

ことでできるのではないかと私は考えてい

ますけれど、これは、町長は頭からそのよ

うなことは考えていないということなの

か、再度お考えをお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私、基本設計のと

きにも言いましたように、その気持ちは今

も変わっておりません。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ
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ん。

○８番（岡本美代子君） 入場者数が比較

的落ち込んでいる中で、美幌の今のパーク

ゴルフ場はある程度人が入っているという

ことは、やはり近いということ。橋一本で

市街地とつながっているから近いのだと思

います。それと、平坦で、昔はおもしろく

ないと言われたこともあるかもしれません

が、今は平坦だからやりやすいということ

も、今の施設がいいので、これだけまだ入

っているのではないかという考えを私は持

っています。

そして、２０年近く待っている方がいる

ので、２０年というか１５、６年ですか、

なんとか町長は新しいものをと考えている

かもしれませんが、再度、私が言わせてい

ただきたいのは、やはり、今やっている方

がいつまで楽しめるかわかりません。そん

な中で、障がい者団体から、ちょっと腰を

おろせる場所が欲しいというふうになれ

ば、取り外しのきく椅子をつけてあげるこ

とができるのではないかとか、トイレもも

っと充実させることができるのではないか

とか、取りつけ道路のところで、危険であ

ればもう少し道路を直してあげることがで

きるのではないかとか。そういう発想を変

えれば、今のパークゴルフ場に対してで

も、やれることがたくさんあるのではない

かと私は考えていますけれども、その辺、

町長は全く考えていないのか、もうお聞き

しても無駄でしょうか。再度、確認をお願

いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、私に考えを変

えてほしいと言われても、私は提案をして

いますので、あそこの場所を今の上流側に

つくると言った、その発想も、あるとき、

いろいろお話しさせていただいたものと答

えは変わっておりません。

それで、３万３,０００人が減ってきてい

る、そして北見がふえている、あとは軒並

み減っていると。これは、そのような言い

方をすると、公共施設は全くつくれないと

思います。そう思いませんか。例えば、そ

したらみどりの村はどうしますか。減って

います。やめますか。そういうことにはな

らないのではないでしょうか。やはり３万

３,０００人、冬はしゃきっとプラザに通っ

ていただいて、夏は軽スポーツであるパー

クゴルフをやって、パークゴルフ場に通っ

て、健康維持をしているのではないです

か。私はそう思っています。

それで、特に女性やお年寄りが――今、

河川敷の中にあるからこそ、ああいう施設

なのです。恒久的な施設ができないので

す。特に僕は、女性に対して、あそこでト

イレを使ってくれと言っても、なかなかそ

れは難しいし、もしか何か災害でも、やっ

ている最中に発生したときに、どうやって

周知ができるかということも含めて考える

と、やはり新しい施設が必要だということ

を町民の皆さんに訴えました。そして、本

当に１期目は基金の積み立てをさせてくだ

さいと、２期目の時に実現を目指したいと

いうことで、大変おくれて申しわけなかっ

たのですけれども、今、２期目の後半でよ

うやく、今のところで基本計画もお認めい

ただいて、今、基本計画を策定中でありま

すので、今、その論議をされると非常に私

も戸惑います。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 町長も戸惑って

いるかもしれませんが、町民の中にもかな

り戸惑いを感じていらっしゃる方がいま

す。

先ほども言いましたように、自分が接す

る人によって、かなり意見はそれぞれ違い

ます。先ほど、町長が、みどりの村のこと

をおっしゃいましたけれども、今、美幌は

先ほど下がっていると言っても１割ですよ

という話をしました。ただ、今度どうなる

かというと、私は自分の周りの団塊の世代

という人たちが意外とやっていないのと、
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それから会員、去年までシーズン券を買っ

た年代別とか、そういうものを見まして

も、私はこれから減っていくのではないか

というふうに懸念を持っています。ただ、

町長がかたい決意でということで、あまり

水を差すようなことは言いたくありません

けれど、現実として、その年月というのは

そういうことになっているということを私

はこの場でお知らせしたいと思っていま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、お聞きしてい

ると、私が希望してやろうとしているとい

うようなお話のように聞こえましたけれど

も、私は、町民の皆さんが求めていること

をやろうとしている、町民の皆さんの願い

をかなえるのが私たちの仕事でありますの

で、そのことを御理解いただきたいなと思

います。

私が何か一人でやりたいから、やるとい

うようなことは、非常に私にとってはちょ

っとつらい話でありました。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは次に、

マタニティハラスメントに入っていきたい

と思います。

答弁が、今後、部署を越えて取り組むと

いうような、大変前向きな答弁だというよ

うに感じておりますので、うれしく思って

います。

美幌の場合は、この町で子供を産んで、

しっかり育てていただこうということで、

産まれたときから、かなり手厚いというの

ですか、私たち議会もいろいろなことを、

あれやれ、これやれということお伝えし

て、それが形になったものがありますの

で、非常に環境は整いつつあるというよう

に思っています。

子供が少ない、何とか子供を産んでいた

だこうということで、私もいろいろ質問を

させていただきました。

出会い事業とか、子育て支援センターの

話とか、いろいろさせていただきましたけ

れど、今、子供を産む若い女性が少ない。

その方々が出産のときに、今は産後うつの

問題もあります。身重の体で１０カ月過ご

すということの大変さは、非常に身体的に

は大変なのですが、自分の経験上、妊娠し

ている時間というのは、これは女性にとっ

ては非常に幸せなときでもあります。この

とき、仕事をしないで休むことができれば

それでいいのかもしれませんけれど、私は

経験上、仕事をしていたほうが精神的にと

いうか、充実しているということも自分で

経験しておりますし、何と言っても若い就

労の方々が少ないときに、妊娠している方

でも、充実して仕事をしてもらおう、そし

て、それを多くの人に見守っていただきた

いということで、こういう質問をさせてい

ただきました。

それで、庁舎の関係部署とか、商工会議

所などと連携して、事業主に周知を図ると

いうことなのですけれども、何か、今の段

階でお知らせいただけるものがありました

ら、お聞かせください。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 今回質問をい

ただきまして、会議所等にも確認をさせて

いただいたところ、このマタハラに関する

会議所での苦情とか、そういう相談があっ

たということは、会議所のほうでも押さえ

ていないとお聞きをしておりますし、妊婦

の話ですから、民生サイドにも確認をした

ら、そういうことは相談として今現在、大

きな問題にはなっていないということでし

た。それぞれ町内の企業としては、そうい

った意識もあろうかと思っていますけれど

も、今、国のほうでも、このマタハラの問

題について対策、事業主への対応を含めた

検討がされているようでございますので、

そのことを含めて、今後、具体化された中

では、それぞれの事業主の方にお願いをす

ることと、社員教育の徹底について、行政
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としても、会議所と連携を図りながら、お

願いをしていきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 庁舎内初め、大

きな企業、銀行とか、そういう女性がいそ

うなところには、本当に周知していただき

たいと思いますし、女性に周知をするので

はなくて、やはり周りに周知をすることが

大切だと思っています。それと同時に、私

は美幌で仕事をしている方の多くは、工場

だったり、コンビニのパートだったり、そ

ういう方が多いのではないかなと感じてい

ます。

妊娠したらやめればいいのだとか、そう

いうことではなくて、やはり周りから優し

い目で見守ってほしいということを、それ

こそ美幌町以外の企業にも、役場と商工会

議所が連携して、そういう啓蒙啓発をして

いただきたいと思っております。

そして、女性たちが妊娠していても、安

心して働けるという、そして、安心して子

供を産んでもらう、そういう機運づくりに

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

町長、うなずいていらっしゃいますので

何かありましたお願いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 経済部長が答弁し

たことで尽きるのでありますけれども、い

ずれにしろ会議所あるいは企業と連携をし

て、取り組みと言うよりは、まずは理解を

していただくと。このマタハラが起こる原

因の上位に、男性社員の、あるいは男性職

員と言ってもいいのかもしれませんが、理

解不足、協力不足というのが上位にあると

いうように答弁させていただいていますけ

れども、まさにそうだと思います。理解不

足による発言、行動が、多分傷つけている

のだろうと思っております。

私どもの職場も、女性職員がおります。

そして、妊娠して、出産して職場復帰され

る職員もおります。率先して、私どもの職

場でも範として示せるように、しっかりと

した取り組みをしていきたいと、そのよう

に思っていますし、関係団体、機関とも十

分連携をとりながら進めてまいりたいと、

そのように思っております。

○議長（大原 昇君） 以上で、８番岡本

美代子さんの一般質問を終わります。

これで一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１３時１５分といたします。

午前１１時４９分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 １時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎議会運営委員長報告

○議長（大原 昇君） 先ほど、議会運営

委員会を開きましたので、委員長からその

結果について報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 休憩中に議会運

営委員会を開催いたしましたので、その内

容について報告いたします。

本日の日程が順調に進んでいることか

ら、日程第１２ 議案第５５号美幌町移住

体験住宅条例の制定についての次に、第４

日目に予定していた議案第５６号及び議案

第５７号、意見書案第５号から意見書案第

９号、報告第４号から報告第７号、議員の

派遣について、閉会中の継続調査につい

て、以上の日程をお手元に配付した日程追

加事件として、本日の日程に追加すること

といたします。

なお、本定例会に付議された全ての案件

を、本日、第３日目で審議することになる

ため、会期は当初の４日間から３日間へ変

更となります。

議員各位及び説明員の御理解と御協力を

お願いしまして、議会運営委員会の報告と

いたします。

―――――――――――――――――――
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◎日程追加の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、日程第１２ 議案第５

５号美幌町移住体験住宅条例の制定につい

ての次に、議案第５６号平成２７年度美幌

町一般会計補正予算（第１号）について、

議案第５７号平成２７年度美幌町病院事業

会計補正予算（第１号）について、意見書

案第５号日本政府に核兵器全面禁止のため

の決断と行動を求める意見書について、意

見書案第６号安全保障関連法案の慎重審議

を求める意見書について、意見書案第７号

平成２７年度北海道最低賃金改正等に関す

る意見書について、意見書案第８号義務教

育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への

復元、「３０人以下学級」の実現をめざす

教職員定数改善、就学保障充実など平成２

８年度国家予算編成における教育予算確

保・拡充を求める意見書について、意見書

案第９号「新たな高校教育に関する指針」

の見直しと地域や子どもの実態に応じた高

校づくりの実現を求める意見書について、

報告第４号平成２６年度美幌町一般会計予

算繰越明許費繰越計算書について、報告第

５号一般財団法人美幌みどりの村振興公社

の経営状況報告について、報告第６号専決

処分の報告について、報告第７号例月出納

検査報告について（２月から４月分）、議

員の派遣について及び閉会中の継続調査に

ついてを日程に追加し、追加日程第１から

第１３までとし、それぞれ議題にしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議案第５６号及び議案第５

７号、意見書案第５号から意見書案第９号

まで、報告第４号から報告第７号まで、議

員の派遣について及び閉会中の継続調査に

ついてを日程に追加し、追加日程第１から

第１３までとし、それぞれ議題とすること

に決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 同意第４号

○議長（大原 昇君） 日程第３ 同意第

４号副町長の選任についてを議題としま

す。

直ちに、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 同意第４号副町長

の選任について御説明を申し上げます。

本町副町長染谷良氏は、平成２７年６月

３０日をもって任期満了となるので、次の

者を選任いたしたく、地方自治法第１６２

条の規定により、議会の同意を求めるとい

うものでございます。

記。

住所、美幌町字三橋南１７番地の２０。

氏名、平井雄二氏。

生年月日、昭和３１年１０月６日生まれ

でございます。

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、同意第４号副町長の選任につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、提案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、提案のとおり同意

することに決定しました。

暫時休憩します。

午後 １時２１分 休憩

（染谷副町長、平井雄二氏のあいさつ）

―――――――――――――――――――

午後 １時３０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続
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き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 同意第５号

○議長（大原 昇君） 日程第４ 同意第

５号美幌町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題とします。

直ちに、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 同意第５号美幌町

固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て御説明を申し上げます。

本町、固定資産評価委員会委員池功司氏

は平成２７年６月２７日をもって任期満了

となるので、次の者を選任いたしたく、地

方税法第４２３条第３項の規定により、議

会の同意を求めるというものでございま

す。

記。

住所、美幌町字西二条南１丁目１０番地

の２６。

氏名、池功司氏。

生年月日、昭和３２年５月８日生まれで

ございます。

池氏におかれましては、ただいま１期目

を経験しているということでございます。

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、同意第５号美幌町固定資産評

価審査委員会委員の選任についてを採決し

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、提案のとおり、同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、提案のとおり同意

することに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第５ 議案第４８号

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

４８号工事請負契約の締結についてを議題

とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の４

ページをお開き願います。

議案第４８号工事請負契約の締結につい

てを御説明申し上げます。

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明申し上げますので、参考資料の１ページ

をお開き願います。

資料１、議案第４８号関係。

美幌下水終末処理場水処理設備更新工事

（電気）であります。

工事の場所は、美幌町字報徳７９番地の

１。

工事の概要は、記載のとおりでありま

す。

入札年月日は、平成２７年５月２８日。

指名業者は、株式会社電建外記載の４社

であります。

契約金額、１億４,４７２万円。

ちなみに、落札率は９５.６％でありま

す。

契約の相手方、網走郡美幌町字美禽１８

４番地の１２、株式会社電建美幌支店、取

締役支店長吉田忠美であります。

契約保証金、１,４４７万２,０００円で

あります。

契約年月日、議決後本契約によります。

工期、本契約後２６０日とする。

本日、２５日に議決いただき、契約しま

すと、２５２日は平成２８年２月２９日と

なります。

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を
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行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４８号工事請負契約の

締結についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第６ 議案第４９号

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

４９号美幌町過疎地域自立促進市町村計画

の一部変更についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の５ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第４９号美幌町過疎地域自立促進市

町村計画の一部変更について御説明申し上

げます。

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７

項において準用する同条第１項の規定に基

づき、美幌町過疎地域自立促進市町村計画

の一部を別紙のとおり変更するというもの

でございます。

今回の一部変更につきましては、昨年６

月の町議会定例会において議決をいただき

ました、美幌町過疎地域自立促進市町村計

画、計画書につきましては、昨年の６月及

びことしの５月に議員の皆様に配布をして

おります。

この計画について、平成２７年度の予算

執行に当たりまして、その財源を過疎対策

事業債に求めるべく、事業の追加を行おう

とするものであります。

過疎対策事業債につきましては、充当率

が１００％、今年度の元利償還金のうち、

７０％が交付税措置されるものでありま

す。

計画の一部変更に当たっては、北海道と

の事前協議が必要となりますので、５月１

９日付けで事前協議書を提出いたしまし

て、同月２９日付けで異議がない旨の御回

答を得ているところでございます。

それでは、議案の６ページをごらんいた

だきたいと思います。

美幌町過疎地域自立促進市町村計画に

は、人口の流出を抑制し、住民が健康で幸

せに暮らすことのできる地域社会を実現す

べく、分野別に推進しようとする事業を登

載しております。

表の右側の欄、変更後に、今回追加しよ

うとする事業名及び事業内容を記載してお

ります。

まず、区分１、産業の振興。事業名は、

過疎地域自立促進特別事業（ソフト事業）

につきましては、農業生産性の向上及び経

営の安定化を図るために実施する、道営畑

地帯総合整備事業美幌田中地区のほか４事

業について追加をしようとするものでござ

います。

区分２、交通通信体系の整備、情報化及

び地域間交流の促進。事業名は、市町村

道、道路につきましては、道路改良及び舗

装工事を行う町道第１１３号道路及び町道

第２０３号道路並びに町道第６６８号道路

の各整備事業について、追加をしようとす

るものであります。

次に、議案の７ページをごらんいただき

たいと思います。

区分３、生活環境の整備。事業名、廃棄

物処理施設、ごみ処理施設につきまして

は、リサイクルセンター内に設置している

発泡スチロール溶融機を更新すべく、リサ

イクルセンター施設整備事業を追加しよう

とするものであります。

区分４、高齢者等の保健及び福祉の向上

及び増進。事業名、過疎地域自立促進特別

事業（ソフト事業）につきましては、保健
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福祉総合センター３階の健康遊浴室の水を

浄化する装置、アクアクリーンシステムを

更新すべく、保健福祉総合センター整備事

業を追加しようとするものであります。

区分５、医療の確保。事業名、過疎地域

自立促進特別事業（ソフト事業）につきま

しては、医療従事者の確保を目的に、住宅

の準備費用及び就業にかかる費用を助成す

る医療従事者就業支援等補助事業を追加す

るものであります。

区分６、教育の振興。事業名、学校教育

関連施設につきましては、スクールバス・

ボートについては、老朽化した報徳線の混

乗スクールバスを更新すべく、スクールバ

ス購入事業を追加しようとするものであり

ます。

給食施設につきましては、洗米した米と

水を炊飯釜に自動供給する設備、オートラ

イマーを更新すべく、学校給食施設整備事

業を追加しようとするものでございます。

事業名、過疎地域自立促進特別事業（ソ

フト事業）につきましては、少人数学級推

進事業は、小学校の全学年で３５人学級を

実施・実現するため、町独自に期限つき教

員を採用するものであります。

小学校遊具整備事業は、旭小学校におい

て撤去した、屋外木製遊具にかえて、新た

にコンビネーション遊具を設置しようとす

るものでございます。

区分９、その他地域の自立促進に関し必

要な事項には、老朽化で危険な状態にあっ

た旧労働会館を解体するため、旧労働会館

解体撤去事業を追加するものであります。

以上、御説明申し上げましたので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４９号美幌町過疎地域

自立促進市町村計画の一部変更についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第７ 議案第５０号

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

５０号辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の８ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第５０号辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定について御説明申し上げ

ます。

辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条

第１項の規定に基づき、日並辺地に係る公

共的施設の総合整備計画を別紙のとおり定

めるということで、今回の計画は日並辺地

に係る計画期間が平成２６年度をもって終

了するため、新たに平成３１年度までの計

画を策定し、事業の推進に当たり、辺地対

策事業債を活用できる環境を整えようとす

るものでございます。

辺地対策事業債につきましては充当率１

００％、今年度の元利償還金のうち、８

０％が交付税措置されるものでございま

す。

議案の９ページをごらんいただきたいと

思います。

総合整備計画書、北海道美幌町日並辺地

であります。

１、辺地の概況、２、公共的施設の整備

を必要とする事情につきましては、記載の

とおりでございます。３、公共的施設の整

備計画、平成２７年度から平成３１年度ま
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での５年間について、新たに整備計画を策

定しようとするものでございます。

整備する施設の概要でありますが、一段

目、下水道（個別排水処理施設）、事業主

体は美幌町であります。

事業費は１,６５０万円。合併処理浄化槽

５基を整備する予定で、財源内訳につきま

しては、特定財源として受益者分担金の１

１５万円を、一般財源として１,５３５万円

を見込んでおります。うち、辺地対策事業

債の予定額として、充当率７０％の２分の

１、５３０万円を見込み、残額について

は、公共下水道事業債を充当する予定であ

ります。

２段目、経営近代化施設（道営土地改良

事業負担金）、事業主体は北海道でありま

す。

圃場の区画整理、暗渠排水及び客土を行

うものであり、事業費３００万円は、総事

業費に対して発生する町の負担分６.２５％

分となります。全て一般財源であり、その

全額を辺地対策事業債の予定額として見込

んでおります。

３段目、除雪機械（除雪ダンプ）、事業

主体は美幌町であります。

平成１４年に農道の除雪を行うために購

入いたしました、除雪車両の更新でありま

して、事業費は４,２００万円を予定してお

ります。財源内訳につきましては、特定財

源として、国の交付金２,８００万円を、一

般財源として１,４００万円を予定してお

り、その全額を辺地対策事業債の予定額と

して見込んでおります。

以上のとおり、合計事業費は６,１５０万

円、財源内訳といたしまして、特定財源は

２,９１５万円、一般財源は３,２３５万円

を予定しており、辺地対策事業債の予定額

は２,２３０万円を見込んでおります。

以上、御説明申し上げましたので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５０号辺地に係る公共

的施設の総合整備計画の策定についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第８ 議案第５１号

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

５１号美幌町附属機関に関する条例の一部

を改正する条例制定についてを議題としま

す。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の１０ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

議案第５１号美幌町附属機関に関する条

例の一部を改正する条例制定について御説

明を申し上げます。

美幌町附属機関に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定しようとする

ということで、制定内容につきましては、

参考資料で御説明を申し上げますので、参

考資料の２ページをごらんいただきたいと

思います。

資料２、議案第５１号関係。

条例名、美幌町附属機関に関する条例の

一部を改正する条例。

改正目的は、美幌町まち・ひと・しごと

創生推進委員会の設置に伴い、条例の一部

を改正しようとするものであります。

改正内容でありますが、まず１点目につ

きましては、美幌町まち・ひと・しごと創

生総合戦略を策定するに当たりまして、政

府から産業界・行政機関・教育機関・金融
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機関・労働団体・メディア等で構成する推

進組織での審議・検討が求められており、

町の附属機関として、１０名以内の美幌町

まち・ひと・しごと創生推進委員会を設置

しようとするものでございます。

２点目、関連条例の改正では、附則にお

きまして、美幌町非常勤職員の報酬及び費

用弁償に関する条例に、まち・ひと・しご

と創生推進委員会委員の報酬を追加し、報

酬の額を総合計画審議会委員と同額の、日

額５,６００円と定めようとするものでござ

います。

施行日につきましては、公布の日からと

いうことでございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いをいたします。

なお、参考資料の３ページに新旧対照表

を添付しておりますので、御参考にしてい

ただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） この創生推進委員

会で、この条例の議決後、町はいつごろま

でに委嘱をして、１回目の会合の予定とい

うのは、大体の時期、いつごろを予定され

ているのか、お尋ねしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総合計画主幹。

○総合計画主幹（那須清二君） ただいま

の御質問でございますけども、１回目の会

議は７月の中旬ころと考えております。

よろしくお願いいたします。

委嘱の日も同日ということで、中旬ころ

に委嘱をして、１回目の会議を同時期に開

催する予定でございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、議案第５１号美幌町附属機関

に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決するに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第９ 議案第５２号

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

５２号美幌町長等の給与等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題と

します。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の１２ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

議案第５２号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

御説明申し上げます。

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

するということで、制定内容につきまして

は、参考資料で御説明申し上げますので、

参考資料の４ページをお開きいただきたい

と思います。

資料３、議案第５２号関係。

条例名、美幌町長等の給与等に関する条

例の一部を改正する条例であります。

改正目的でありますが、健全な財政運営

及び行政改革の推進を図るために、特別職

の平成２７年７月分から平成３１年４月分

までの給料の一部抑制措置を講じ、町長に

おいては１５％を、副町長及び教育長にお

いては８％をそれぞれ減額するもので、条

例の附則に規定をしようとするものでござ

います。

改正内容でありますが、一つ目、町長の

給料を、月額８８万円を１５％減じて、７
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４万８,０００円に。

副町長の給料、月額７１万円を８％減じ

て、６５万３,２００円に。

教育長の給料、月額６１万５,０００円を

８％減じ、５６万５,８００円にしようとす

るものでございます。

２番目、適用期間でありますが、平成２

７年７月分から平成３１年４月分まででご

ざいます。

ただし、適用期間中に退任した場合の退

任日における給料月額は、減額前の額とす

るものであります。

なお、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律附則第２条

第１項の規定による旧教育長が在職する間

は、美幌町教育委員会教育長の給与及び勤

務時間等に関する条例が適用され、平成２

７年４月１日以後、最初に任命される教育

長が任命された日から、本条例が適用され

るものでございます。

なお、参考までに、今回の改正によりま

して、町財政への寄与額につきましては、

平成３１年４月分までの合計額では、約１,

６００万円となるものでございます。

施行日につきましては、平成２７年７月

１日でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いをいたします。

なお、参考資料の５ページに新旧対照表

を添付しておりますので、御参考にしてい

ただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５２号美幌町長等の給

与等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案通り可決され

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１０ 議案第５３号

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第５３号美幌町教育委員会教育長の給与及

び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の１３ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

議案第５３号美幌町教育委員会教育長の

給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例制定について御説明申し上げ

ます。

美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務

時間等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとするということ

で、制定内容につきましては、参考資料で

御説明申し上げますので、参考資料の６ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

資料４、議案第５３号関係。

条例名、美幌町教育委員会教育長の給与

及び勤務時間等に関する条例の一部を改正

する条例であります。

改正目的につきましては、先ほどと同

様、健全な財政運営及び行政改革の推進を

図るために、特別職の平成２７年７月分か

ら平成３１年４月分までの給料の一部抑制

を講じるため、教育長おいて８％減額する

ものであり、条例の附則で規定しようとす

るものでございます。

改正内容につきましては、教育長の給料

を月額６１万５,０００円から８％減じ、５

６万５,８００円にしようとするものでござ

います。

適用期間でありますが、平成２７年７月

分から平成２８年８月分までで、任期満了
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月までであります。

ただし、適用期間中に退任した場合の退

任日における給料月額は、減額前の額とす

るものでございます。

なお、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律附則第２条

第１項の規定による旧教育長、現在の教育

長でありますが、在職する間は本条例が適

用されるものでございます。

施行日につきましては、平成２７年７月

１日でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

なお、参考資料の７ページに新旧対照表

を添付しておりますので、御参考にしてい

ただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５３号美幌町教育委員

会教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１１ 議案第５４号

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第５４号美幌町へき地保育所条例の一部を

改正する条例制定についてを議題としま

す。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の１４ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

議案第５４号美幌町へき地保育所条例の

一部を改正する条例制定について。

美幌町へき地保育所条例の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明を申し上げます。

参考資料８ページをお開きいただきたい

と思います。

資料５、議案第５４号関係。

条例名、美幌町へき地保育所条例の一部

を改正する条例でございます。

今回の改正につきましては、へき地保育

所の運営に係る経費につきまして、平成２

６年度までは国及び北海道からの補助金に

よる財政支援により行っておりましたけれ

ども、本年４月から、子ども・子育て支援

新制度が施行されたことによりまして、こ

の補助金が廃止されました。

これに伴いまして、子ども・子育て支援

法に基づく特例給付制度が創設されまし

て、この対応となったため、条例を改正す

る必要が生じたため、改正を行うものでご

ざいます。

本来なら、前年度に改正すべき条例でご

ざいますけれども、国及び北海道の制度通

知、詳細通知でございますけれども、４月

以降であったため、今回遡及して改正に至

ったというものでございます。

改正目的、趣旨につきましては、子ど

も・子育て支援法における特例地域型保育

給付を受けるためには、保育料のひとり親

等の軽減措置、それから、多子軽減措置を

行う必要があるということで、この条例を

改正するものでございます。

改正内容につきましては、子ども・子育

て支援法施行令で定められております、ひ

とり親世帯等、それから在宅障がい児のい

る世帯、その他の世帯といたしまして、生

活保護法に定める要保護者等、それから特

に困窮していると市町村長が認めた世帯と

いうことで、町民税所得割課税額が４万８,



－ 124－

６００円以下の世帯については、定額より

１,０００円を減額するというものでござい

ます。

また、２歳児から小学校３年生までの範

囲におきまして、最年長の子供から順に２

人目は半額、３人目以降は無料とする改正

を行います。

新旧対照表につきましては９ページ、１

０ページでございます。

根拠法令につきましては、子ども・子育

て支援法施行令でございます。

施行日につきましては、公布の日。

適用日は、平成２７年４月１日に遡及適

用するものでございます。

以上、御説明いたしました。御審議たま

りますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） この５４号の対

象の子供がどのくらいいるか、ちょっと教

えていただきたいです。

このひとり親世帯とか在宅障がい児のい

る世帯とか、この対象になる数を教えてく

ださい。

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。

○児童支援主幹（武田孝司君） 今お尋ね

の件でありますが、今へき地保育所３カ所

ございますけれども、対象者につきまして

は第２子で１５名、第３子で６名という予

定になっております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第５４号美幌町へき地保

育所条例の一部を改正する条例制定につい

てを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１２ 議案第５５号

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第５５号美幌町移住体験住宅条例の制定に

ついてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

経済部長。

○経済部長（広島 学君） 議案書１６ペ

ージになります。

議案第５５号美幌町移住体験住宅条例の

制定について御説明を申し上げます。

美幌町移住体験住宅条例を次のように制

定しようとする。

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の１

１ページをお開きいただきたいと思いま

す。

資料６、議案第５５号関係。

条例名、美幌町移住体験住宅条例につい

て御説明を申し上げます。

制定目的でありますが、社会問題として

取り上げられています、人口減少問題に対

応すべく、移住・定住の促進を図っている

ところでありますが、本町への移住希望者

が一定期間、美幌町での生活体験ができる

機会及び場所を提供することにより、移住

促進を図ることを目的とさせていただいて

おります。

次に、制定内容でございます。

第１条に、設置目的を規定させていただ

いております。

第２条、名称及び位置でありますけれど

も、名称につきましては、移住体験住宅

「四季彩美幌」。位置につきましては、美

幌町字東４条南４丁目１６番地の３１、旧

美幌中学校の教頭住宅でございます。

第３条に、使用許可規定。

第４条に、使用期間を規定しており、基
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本的に、５泊以上６０泊以内とさせていた

だいているところでございます。

第５条に、使用料として１泊１,１００円

と規定をさせていただいております。

なお、使用料の中で、灯油代、寝具借上

料については自己負担とさせていただいて

おります。

第６条に、使用者の義務規定。

第７条に、立入検査等。

第８条に、使用許可の変更。

第９条として、使用許可の取り消し。

第１０条を委任規定としております。

根拠法令等につきましては、まち・ひ

と・しごと創生法及び地方自治法です。

条例施行日につきましては、平成２７年

７月１日です。

以上、御説明をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１３番古舘繁夫さん。

○１３番（古舘繁夫君） 本町ではこうい

う宿泊する企画・体験は、みどりの村にた

しかできているということで、これもまた

いい企画なのだろうと思いますが、今回こ

うやって使用する期間なども、５泊以上６

０泊以内というルールにしているのです

が、例えばネットでそういう反応があった

ので、こういう企画になったのか。

というのは、こういう企画をしたけどさ

っぱり空振りになる。結構反応があったの

で、こういう企画を展開しましたと、その

ようなことなのか。

その辺の感触をお伺いしたいところであ

ります。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 古舘議員おっ

しゃったとおり、今までグリーンビレッ

ジ、そしてエコハウスをちょっと暮らしの

移住体験住宅ということで使用させていた

だいております。

そこに宿泊された方等について、面談を

させていただきながら、いろいろ移住・定

住に当たっての体験をする中で、美幌町と

して過ごした中での問題点についてお聞き

をしたところ、戸建ての住宅が必要だと。

そういう情報というのは、ああいう方た

ちの情報網というのはすごいので、住宅が

できたところには人が行くような形になり

ますというお話も伺いました。

一応、ホームページ等でも、既にこうい

うことで今計画をしておりますというＰＲ

はさせていただいておりますけれども、既

に８月から１カ月ほど、この住宅で暮らし

てみたいという方の仮予約も受けていると

ころでございます。

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。

○１３番（古舘繁夫君） では、期待でき

るというような部長の話でありますけれど

も、ぜひ、この体験が移住・定住に結びつ

くように、さらに努力をしていただきたい

ということを御期待申し上げたいです。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） まず、１点目は、

条例に特に書いておりませんが、所管が今

商工観光グループだと思うのですけれど

も、こういう人口減少問題で、総合的ない

ろいろな対策をするときに、私は現在の所

管が部署としていかがなものかなというこ

とを、ちょっと疑問に思っております。

今後、総合的ないろいろな対策を講じる

に当たって、町長にお尋ねしたいのです

が、違う部署にこの移住・定住含めて、変

更したりするような考え方はないのか、な

ぜ商工観光なのか。

通常一般的には、総務だとか企画部門と

いうのが多いと思うのですけれども、その

辺、現在の部署に設けた必要性というか、

そういったようなことを含めて、ちょっと

お尋ねしたいと思います。

それから、２点目には、第４条の関係

で、例えば長期間、４０日とかそういう期



－ 126－

間で、私が許可を受けて、私の友人が美幌

に来て、せっかくあなたがいるのだから、

私もそこで体験させてほしいと。例えば５

日以上、私が一緒に体験することを承諾し

たような場合、そういうような許可という

のが、私がいいと言っても、町は許可して

くれるのかどうか。その点が１点です。

それから、第５条の関係で、この使用料

自体は、期間の満了までに納入しなければ

ならないとなっているのですけれど、例え

ば、６０日間許可した場合、実際の使用料

の請求というのは、満了日の一括払いなの

か、あるいは一般的な使用料のように月単

位で請求をして、納入をしていただくの

か、その辺の実務的なこと、以上３点につ

いて御質問したいと思います。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） 私のほうから、

所管が経済部になったいきさつについて、

お答えをしたいと思います。

かつては、総務部の企画調整のようなと

ころで、横断的に庁舎、役所関係全てが、

この移住・定住という取り組みについて、

かかわりを持つということでやっておりま

した。

しかし、より受け入れるときの対応だと

か、いろいろな関係をするのが、どこが近

いのかということも取り組みを進めなが

ら、いろいろと問題点として出たところで

ありますけれども、平成１８年ごろだと思

いますが、そのあたりから、経済部がみど

りの村を所管していたということで、当

時、みどりの村には移住・定住の取り組み

を進めていた職員もいたわけであります

が、そういった関係で、みどりの村を拠点

にして進めようということが一つの引き金

になって、経済部で所管をして今日に至っ

ているということでございますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） もちろんみどりの

村にそういう施設があるということは、私

も十分承知しておりますが、今後もう一度

見直しをして、所管部署がそこでいいのか

どうかについて、今のところ町としては見

直しをする考え方はないということでしょ

うか。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） これは、取り組

みの進みぐあいというのでしょうか、当

然、範囲が広くなってきたり、取り組みの

中身のボリュームが増えてくれば、総合的

に扱うことになろうかと。

総務部だとか、そういうところが中心に

なって進むということも考えられると思い

ますが、コンクリートではないということ

で、今後の取り組みによって、その辺の所

管をどうするかというところについては、

対応していきたいと思っております。

いずれにしても、１カ所のところが全部

担うという取り組みにはなりません。横断

的な仕事はどこがふさわしいかという、常

にそういったテーマがあろうと思います

が、やはり、利用する方々と、どこが一番

多くかかわりを持つかという点で、考えて

検討していきたいということでございま

す。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） お尋ねのあり

ました、二つ目の体験者の追加があった場

合の取り扱いでございますけれども、体験

事業に参加をされる方については、事前に

申し込みをいただくという形で整理をさせ

ていただくことになっております。

ただ、例えばお子さんが追加で一緒に体

験をされたいといった場合については、再

度お申し込みをいただいて、町で許可した

ものについては、そこで一緒に体験をでき

るという形で取り扱いを考えているところ

でございます。

もう一つ、３点目の料金納入の時期でご

ざいますが、基本的には体験が終わるまで

に全て完納してくださいということで考え
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ております。

恐らく、少なくとも１カ月単位の請求行

為になろうかなと考えていますし、また、

短い方については、前納という形にもなろ

うかなという形で取り扱いを決めていきた

いと思っていますが、いずれにしても、体

験をされる方との話し合いの中で、退所さ

れるまでに全て納入いただく方法につい

て、協議をしながら決定をさせていただき

たいと考えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 今の説明だと、状

況によって取り扱いがまちまちになるのか

と思うのですけれども、私は、これで滞納

になることはないとは思います。やはり、

最大６０泊まで認めるとすれば、当然のこ

と、納入期限の考え方というのは、いつ請

求するという町の考え方が、今後、条例提

案するまでの間に考えられているのではな

いかなと思うのですが、その辺いかがです

か。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 基本は一括納

入ということで考えてございます。

６０日になった場合については、６万６,

０００円となりますので、その支払いがど

うしても一括で納入できないといった場合

については、例えば、１カ月単位でお支払

いいただくとか、そういった形の相談には

応じていきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １点目は、１７

ページの一番上に書かれている、移住体験

住宅の電気料金、上下水道料金、ガス料

金、放送受信料、細かく書いてあります

が、冬期の暖房関係というのが、ぱっと見

て抜けておりますので、そういうところの

考え方を確認しておきたい。

それからもう一つ、昨今の報道を見てい

ますと、福祉に絡んで、サービスがいいと

ころに、国を挙げて移住をさせようという

ような省庁があるような気がいたしており

ます。

そういうことになりますと、移住の目的

というのを、やはりしっかり――例えば、

単なる移住ばかりではなくて、もし移住さ

れるとしても、その人がきちんと美幌にア

パート借りようが、一戸建てを借りるぐら

いの財をお持ちなのかどうかぐらいは、俗

に言う福祉難民を助長するようなことにな

っては、美幌全体の負担増になるのではな

いか、別な動きを懸念した場合ですが、そ

ういうことも、もしかしたらあるのかな

と、老婆心ながら思うところがあるので、

許可に当たっては、そこら辺のちょっと突

っ込んだ考え方というか、福祉難民という

のは、私の造語ですけれども、そこら辺の

懸念も本当に昨今の報道を見ていると思う

のです。

例えば、特養に入りたいが、都会にいた

ら入れないから、いっそのこと移住してく

ださいと。受け入れる地域、まだまだ北海

道の地域でもあるでしょう、みたいな報道

がなされていることもありますので、そう

いう意味で、単に喜ばしいことだけではな

くて、同じ体験をさせるにしても、その方

が純粋に移住して生活できるというか、能

力というのがあるのかというのも、やは

り、体験させるにしても、一つの基準とい

うか、考え方ははめておくべきではないか

と思うのですが、これは思いですから、そ

こら辺のことをどのようにお考えなのか、

お聞かせ願いたいと存じます。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） まず１点目の

冬期間の暖房等についてでございますけれ

ども、あそこの体験住宅については、暖房

は灯油ストーブになってございます。灯油

の代金については自己負担という形で、こ

の資料の中には含まれておりませんので、

あくまでも、お貸しするときには満タンに

しておきますので、お返しいただくときに
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も、満タンにして返してくださいという形

で考えているところでございます。

それから２点目、体験する方についての

条件等々でございますが、町としても、純

粋に移住に向けて体験をしていただきたい

という形で、その機会と場所を提供すると

いうことで考えております。

全て体験をされた方が移住、あるいは定

住に結びつくということも１００％全てで

はないだろうと思っていますので、まずは

美幌町がどういったところであるのか、ど

ういう自然環境の中で、あるいはどういう

生活環境か、それを知っていただくという

ことで、今回の体験住宅を提供させていた

だくと考えておりますので、その財等含め

て、確認をするというようなことについて

は考えておりません。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第５５号美幌町移住体験

住宅条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

暫時休憩します。

再開は１４時３０分といたします。

午後 ２時１８分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時３０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第１ 議案第５６号

○議長（大原 昇君） 追加日程第１ 議

案第５６号平成２７年度美幌町一般会計補

正予算（第１号）についてを議題としま

す。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の１９ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

議案第５６号平成２７年度美幌町一般会

計補正予算（第１号）について御説明申し

上げます。

平成２７年度美幌町の一般会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億２,６４２万９,０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ９７億８,４９５万

９,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、第２表、地方

債補正で御説明を申し上げます。

それでは、２２ページをお開きいただき

たいと思います。

第２表、地方債補正について御説明申し

上げます。

起債の目的のまず、町道整備事業、９，

０７０万円から７４０万円を増額して、９,

８１０万円に限度額の改正をお願いしよう

とするものでございます。

この事業につきましては、８路線の道路

及び歩道の改良、補修等の事業でありまし

て、その８路線のうち、今回４路線の変更

を行おうとするものでございます。

変更する路線の内訳でございますが、ま

ず、報徳の第１９号道路補修工事につい

て、社会資本整備総合交付金の内示額が減

額されたために、過疎債のソフトを当初５

４０万円から４００万円を増額して９４０

万円とし、当初の予定どおり、今年度の工

事を完了させたいというものでございま

す。

２本目、鳥里２丁目の第６６８号道路整
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備工事でありますが、これにつきまして

は、土木工事積算基準の改定によりまし

て、工事費が増額となったために、過疎債

のハードを、当初１,５９０万円から１１０

万円増額し、１,７００万円として実施しよ

うとするものでございます。

３本目、仲町１丁目の第２０３号道路整

備工事でありますが、これにつきまして

も、積算基準の改定により、工事費が増額

となったために過疎債のハード、当初１,８

２０万円から１１０万円を増額し、１,９３

０万円として実施するものでございます。

最後の仲町１丁目、２丁目の第１１３号

道路整備工事につきましても、積算基準の

改定により、工事費が増額となったために

過疎債のハード、当初２,２６０万円から１

２０万円を増額し、２,３８０万円として実

施しようとするものでございます。

次の起債の目的の、町民会館改築事業４,

７１０万円の限度額の新規設定でございま

すが、これにつきましては、町民会館改築

実施設計委託料の財源として、過疎債のハ

ードを充てるもので、歳出の予算額５,０２

２万３,０００円のうち、３１１万２,００

０円は社会資本整備総合交付金、１万１,０

００円は一般財源でございます。

次のスクールバス購入事業、これにつき

ましても１,６７０万円を新規に予算化しよ

うとするものでございますが、これにつき

ましては、当初、地方創生先行型交付金の

充当事業として協議をしておりましたが、

交付金対象とはならなかったため、今回補

正するもので、内容につきましては、平成

５年１０月に取得をいたしました、報徳線

の混乗スクールバス、現行は４６人乗りで

ありますが、これの暖房設備が故障するな

ど、運行に支障が出ているために更新、今

度は４３人乗りなりますが、これを更新す

る財源といたしまして、過疎のハードを求

めるものでございまして、事業費２,０６２

万９,０００円のうち、３７７万円は、へき

地児童生徒援助費補助金、残り一般財源は

１５万９,０００円でございます。

今回の補正で、７,１２０万円を追加し、

補正後の地方債総額は、６億９,７１０万円

とするものでございます。

なお、過疎債ハードにつきましては、当

初１億１,３７０万円に、今回６,７２０万

円を追加し、補正後は１億８,０９０万円

に。過疎債のソフトは、当初１億１,６９０

万円に４００万円を今回追加し、補正後は

１億２,０９０万円に。過疎債全体でありま

すが、当初２億３,０６０万円に、今回７,

１２０万円を追加し、補正後は３億１８０

万円となるものでございます。

次に、歳出を御説明いたします。

３０、３１ページをお開きいただきたい

と思います。３１ページでございます。

まず一番上段、一般管理費の庁用事務費

の増、通信運搬費１３６万５,０００円の増

額補正でございますが、これにつきまして

は、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特

例給付金給付事業実施に伴います、通信運

搬費の増額でございます。

次の段、政策推進事業費の増、委員報酬

３１万４,０００円の増額補正でございます

が、これつきましては、先ほど議案第５１

号で御説明いたしました、美幌町まち・ひ

と・しごと創生推進委員会、委員報酬１０

名の８回分、４４万８,０００円のうち、繰

越明許費で予算措置しております１３万円

を差し引いた不足額として、今回補正をお

願いしようとするものでございます。

次の民生費の一番上、社会福祉推進事業

費の増、積立金３万円につきましては、５

月８日、西２条南２丁目にお住まいの寺田

友子様から、５月４日に御逝去されました

夫、故嘉雄様が、生前、町にお世話になっ

たお礼と、社会福祉に役立ててほしいとい

う趣旨で、３万円の御寄附をいただきまし

て、福祉基金へ積み立てをするものでござ

います。

なお、今回から基金の残高につきまして

は、参考資料を添付しておりますので、御
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参考にしていただきたいと思います。

次の事業、臨時福祉給付金給付事業３,１

２４万２,０００円の新規予算でございます

が、これつきましては、低所得者に対し、

消費税率の引き上げ、５％から８％への引

き上げでありますが、この影響を緩和する

ために、平成２６年度に引き続き、給付措

置を実施するもので、一人につき平成２７

年１０月から平成２８年９月までの１年分

として、一律６,０００円を支給する給付金

と事務費の補正を行おうとするものであり

ます。

この段の一番下、償還金利子及び割引

料、６５万５,０００円の補正であります

が、これにつきましては、平成２６年度事

業の給付金の精算金であります。

一番下の段、子育て世帯臨時特例給付金

給付事業９８５万１,０００円の予算化でご

ざいますが、これにつきましては、子育て

世帯に対し、消費税率の引き上げ、５％か

ら８％への引き上げでありますが、この影

響を踏まえ、平成２６年度に引き続き給付

措置を実施するものであります。

児童手当の対象児童１人につき、１年分

３,０００円を支給する給付金と事務費の補

正でございます。

次に、３３ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の段の下、償還金利子及び割引料

５２万５,０００円の補正でありますが、こ

れも先ほどと同様、平成２６年度分の給付

金の精算分でございます。

次の段、衛生費の他会計負担事業費の

増、補助金、病院事業会計補助金６７万１,

０００円の増額補正でございますが、これ

つきましては、医師の増による病院事業会

計の予算の増額に伴う補正でありまして、

内容は基礎年金拠出金負担金及び児童手当

経費の負担増による補正でございます。

次、広域事務組合負担事業費の増、負担

金、美幌・津別広域事務組合負担金４９万

７,０００円の増額補正でございますが、こ

れは火葬場の受電用高圧区分開閉器故障に

伴う取りかえ修繕料６２万７,０００円のう

ち、美幌町負担分の補正でございます。

一番下の段、みどりの村維持管理事業費

の増、工事請負費、みどりの村案内看板設

置工事１５０万円の新規補正でございます

が、これは、道道北見端野美幌線、歩道設

置工事の支障となる、みどりの村案内看板

の移転、補償工事でございます。

次、３５ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上の段、町有林造林事業費の増、修

繕料３９万１,０００円の増額補正でござい

ますが、これは、林業作業用油圧ショベル

の走行減速機オイル漏れ修繕に伴う増額を

お願いしたいというものでございます。

次の段、商店街活性化促進事業費の増、

補助金、起業家支援事業補助金４００万円

の予算化でございますが、これにつきまし

ては、５月臨時町議会で議決をいただい

た、平成２６年度繰越明許費の２件分、４

００万円を予算化していただきましたが、

これについては既に２件、満額の申請があ

り、交付をしているところであります。

さらに、その後、２件の相談を受けてお

りますために、このたび、町単費での補正

をお願いしたいというものでございます。

次の段、移住定住促進事業費の増、２８

万９,０００円でございますが、これにつき

ましては、議案第５５号で御説明をいたし

ました、移住体験住宅「四季彩美幌」の７

月からの供用開始に伴います管理経費の補

正をお願いしたいというものでございま

す。

一番下の段、道路整備事業費の増、工事

請負費３３２万３,０００円でありますが、

これにつきましては、土木工事積算基準が

１９９５年以来、２０年ぶりに改定がさ

れ、４月から現場管理費と一般管理費が上

昇したための工事費の増額によりまして、

このそれぞれの工事について、増額をお願

いしたいというものであります。
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次のページ、３７ページをごらんいただ

きたいと思います。

広域事務組合負担事業費の増、負担金、

美幌・津別広域事務組合負担金８万１,００

０円の増額でありますが、これは消防庁舎

の耐震化に向けて、アスベスト除去に要す

る経費積算のため、分析、調査、測定を行

う費用でございます。

次の段、教育振興事業費の増、補助金、

美幌大谷幼稚園創立５０周年記念事業補助

金３０万円の予算化でありますが、このた

び、記念誌作成に係る助成の要望があった

ために、記念誌作成６０万円の事業費に対

して、２分の１の補正をお願いしようとす

るものであります。

次の段、中学校スクールバス運行事業費

の増、２,０６２万９,０００円の予算化で

ございますが、第２表地方債補正で御説明

いたしました、報徳線混乗スクールバスの

更新経費で、４３人乗りのバスを購入しよ

うとする経費をお願いしたいというもので

ございます。

次の段、びほーる等管理運営事業費の

増、実施設計等委託料、町民会館改築実施

設計委託料、５,０２２万３,０００円の予

算化でございますが、これにつきまして

も、先ほど第２表地方債補正で御説明いた

しました、町民会館改築に係る実施設計委

託料の補正を行おうとするもので、完了は

平成２８年３月末の見込みでございます。

下の段、図書館活動促進事業費の増、消

耗品費２４万５,０００円の増額補正につき

ましては、まず１点は５月２３日、美幌仏

教振興会様から第６７回花まつりに伴う、

花まつり仏教文庫充実にと５万円の御寄附

をいただいたもの、それから、前年度、図

書館蔵書充実にといただき、財政調整基金

に積み立てておりました４件分の寄附１７

万円を、また、前年度、図書館雑誌スポン

サー広告料としていただき、財政調整基金

に積み立てた２件分、２万５,０００円の合

計２４万５,０００円を、このたび消耗品費

に増額補正をしようとするものでございま

す。

次に、３９ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上段、学校給食センター維持管理事

業費の増、修繕料３２万７,０００円の増額

につきましては、給食用炊飯ラインのう

ち、米サイロに送るコンベアベルトの故障

による修繕料の増額をお願いしたいという

ものでございます。

次の職員給与支給事務費の増、その他手

当１１５万１,０００円の増額でございます

が、民生費で先ほど御説明いたしました、

臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨

時特例給付金給付事業実施に伴います、職

員の時間外手当の増額でございます。

次に、歳入を御説明いたしますので、２

６、２７ページにお戻りいただきたいと思

います。

まず、一番上段であります。へき地保育

所利用料の減、１５０万７,０００円の減額

補正でございますが、先ほど、議案第５４

号で御説明いたしました、子ども・子育て

支援新制度に伴い、へき地保育所を新制度

の特例保育施設に該当させるために、ひと

り親世帯等及び多子軽減を制度化するた

め、利用料が減額となるものでございま

す。

次の移住体験住宅使用料１６万５,０００

円の予算化でございますが、これにつきま

しても、先ほど議案第５５号で御説明いた

しました、移住体験住宅「四季彩美幌」が

７月から供用開始することに伴い、年度中

に受け入れ予定の１泊１,１００円で、１５

０泊分の使用料を今回計上しようとするも

のでございます。

次の、法人立施設等運営費負担金の増、

６２４万４,０００円と、下から２段目の、

道の支出金の、同じく法人立施設等運営負

担金の増、３１１万２,０００円につきまし

ては、へき地保育所が新制度の特例保育施

設となるため、施設型給付として、国が運
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営費の２分の１を、道が４分の１を負担す

る、国費分と道費分でございます。

次の段、まず、臨時福祉給付金給付事務

費補助金７５６万２,０００円と、次の行、

臨時福祉給付金給付事業費補助金２,４８８

万８,０００円と、次の行、子育て世帯臨時

特例給付金給付事業事務費補助金１７０万

８,０００円と、一行飛びまして、子育て世

帯臨時特例給付金給付事業費補助金８４５

万４,０００円につきましては、歳出の民生

費で先ほど御説明いたしました、臨時福祉

給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給

付金給付事業実施に伴います給付事業及び

事務費に係る補助金で、全額国費でござい

ます。

次、児童福祉費補助金の２行目、保育緊

急確保事業補助金の減、９５４万６,０００

円の減額と、このページの一番下の段の下

から２行目、保育緊急確保事業補助金の

減、６５４万６,０００円の減額補正につき

ましては、新制度への移行により、子ど

も・子育て支援交付金及び法人立施設等運

営費負担金へ移行となり、廃止となったた

めに減ずるものでございます。

次、一行飛びまして、子ども・子育て支

援交付金８８９万１,０００円でございます

が、これにつきましては、保育緊急確保事

業補助金及び道費の放課後児童対策事業補

助金から一部移行しているものでございま

す。

次の、子ども・子育て支援対策推進事業

費補助金３５万３,０００円の増額につきま

しては、一番下の段の下から３行目、総合

推進事業補助金の減、３５万３,０００円の

減とありますが、道費から国費への振りか

えでございます。

次の行、社会資本整備総合交付金の減、

３００万円の減額でありますが、これにつ

きましては、第１９号道路、報徳でありま

すが、これのオーバーレイについて、事業

要望に対し、内示額が減額となったために

減ずるものでございます。

次の行、へき地児童生徒援助費等補助

金、３７７万円でございますが、第２表地

方債補正で御説明いたしました、報徳線混

乗スクールバス更新に伴います、国庫補助

金でございます。

次の行、社会資本整備総合交付金３１１

万２,０００円でありますが、第２表地方債

補正で御説明いたしました、町民会館改築

実施設計委託に係る、建築物安全ストック

形成事業交付金であります。

一番下の段の下から４行目、放課後児童

対策事業費補助金の減、９４４万６,０００

円の減額補正でございますが、これは子ど

も・子育て支援交付金、国費、道費への振

りかえでございます。

一番下の行、子ども・子育て支援交付金

８８９万１,０００円でありますが、これは

保育緊急確保事業補助金の一部、また、放

課後児童対策事業費補助金の一部の振りか

えでございます。

次、２９ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上でありますが、社会福祉費寄附金

の増、３万円でございますが、歳出の社会

福祉総務費で御説明いたしました、西２条

南２丁目にお住まいの寺田友子様からの御

寄附でございます。

次の行、図書費寄附金の増、５万円でご

ざいますが、歳出の図書館費で御説明いた

しました、美幌仏教振興会様からの御寄附

分でございます。

次の段、財政調整基金繰入金の増、６８

８万２,０００円につきましては、まず１点

目、歳出の図書館費で御説明いたしまし

た、前年度に受領し、財政調整基金に積み

立てた図書費寄附金及び雑誌スポンサー広

告料の繰り入れ、１９万５,０００円を、ま

た、もう１点目、今回の補正財源を財政調

整基金に求めるもので、６６８万７,０００

円の増額をお願いしようとするものであり

ます。

次の行、雇用保険納付金の増、５,０００
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円でありますが、歳出で御説明いたしまし

た、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特

例給付金給付事業実施に伴います、臨時事

務補助職員に係る雇用保険納付金２名分の

計上でございます。

次、移転等補償費の増、１５０万円であ

りますが、歳出のみどりの村の管理費で御

説明いたしました、道道北見端野美幌線、

歩道設置工事で支障となる、みどりの村案

内看板の移転補償費であります。

次の町債につきましては、第２表地方債

補正で御説明申し上げましたので、説明は

省略させていただきます。

以上、御説明申し上げましたので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） ２２ページと同

じ話ですから２２ページと、３７ページに

関係するスクールバス、車両の話。確認と

いうことで、お話を聞きたいと思います。

一つ目でありますけれども、３５ページ

の工事請負費、説明は４月１日の経費率

云々ということはわかっていますが、もし

私の記憶違いでなければ、６６８号という

のは、まだ未発注の工事ですか、それと

も、発注済みの工事でしょうか。もし間違

っていれば――何を言いたいかというの

は、制度が変わって追加しなくてはいけな

いのはわかっていますが、それが４月１日

付けだとするならば、もし発注済みであれ

ば、発注する前に臨時議会でもできたので

はないか。例えば、ことしは選挙があった

年ですけども、適正な時期にすべきでは―

―私の勘違いであればいいのですけど、適

正な時期に、やっておくべき行為ではない

か。勘違いであれば、私の勘違いと言って

ください。

次に３７ページ、そして２２ページ、同

じ内容ですので、国の補助金をもらうとい

う説明を受けているのですが、この補助金

の決定が、いつだったかというのが知りた

いのです。

趣旨としては、スクールバスは更新です

ので、購入が必要だということは事前にわ

かっていることです。ただ、補助金申請と

いうことで、今の時期になったのだろうな

と思っていますが、この補助金の決定した

日をお教え願いたいと。まだ、これは買っ

ているわけではないのですけれども、同じ

趣旨で――まとめて二つやってしまいま

す。

一つずつやっていかなくてはいけないの

ですが、基本は同じ趣旨なのです。事前に

適正な時期にやるべき行為が、決定時期も

含めて、対応すべき時期があったのではな

いかという趣旨で共通していますので、お

許しいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 初めに、

道路整備事業費３５ページの件でございま

すが、今回、工事請負費、３路線の補正予

算を計上させていただいておりますが、こ

のうち、第６６８号道路整備工事と第１１

３号道路整備工事につきましては、既に発

注させていただいている状況であります。

議員御指摘のように、本来であれば、５

月臨時会等で補正の機会もございました。

このようなときに、補正をするべき機会で

補正しないで今回補正をさせていただいて

いること、今後におきましては、しかるべ

き、適時適切な時期に予算のほうを計上さ

せていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） スクールバス

の補助の関係でありますけれども、５月の

末に申請をしておりまして、６月の末に内

定の通知が出るということで聞いておりま

す。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 嬉しいことなの
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ですけれど、今、６月の末と言っていまし

たが、今、６月２５日です。

だから、決定日を教えてくださいと言っ

ているので、内示を受けて出しているとい

うふうに理解してよろしいのでしょうか。

今、６月２５日なので、ちょっとそこら

辺を教えてください。

○議長（大原 昇君） 財務主幹。

○財務主幹（小室保男君） 補正予算の取

りまとめを行っておりますので、私のほう

から補足で答弁させていただきますけれど

も、実は補助申請を行っておりまして、内

内定をいただいておりますので、今回補正

予算を提案させていただいておりますが、

内示が出るのは今月下旬になるということ

で伺っております。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） わかりました。

要するに、国からお墨つきをもらって、今

回出しているということで、理解いたしま

した。

ただ、もう１点だけ、議長申しわけござ

いません。ちょっと戻りますが、適正な時

期というのが、やはり、提案の仕方もある

と思いますので、そこら辺はお互いに厳密

にやられたほうがいいかなと思っていま

す。

過去に、大雨が降って、予算がないのに

かき集めたという説明を受けていますが、

やはり、そういうことも絡めて、足りなく

なったら随時補充しておくとか、ちょっと

今趣旨が違いますけれども、適正な時期と

いうのがあると思いますので、今後そうい

う面で御注意いただければありがたいとい

う趣旨でございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １点だけ、３５ペ

ージで、先ほど関連した条例がありました

けれど、移住定住促進事業費。今回、関連

予算案の計上を予定されておりますが、先

ほど条例議決されましたけれども、これら

のＰＲというのは、私はできるだけ早くホ

ームページに掲示をして、できるだけ情報

発信すべきだと思っているのですが、町は

今の計画ではいつぐらいにホームページへ

のアップを計画されているのか、予定あれ

ば教えてください。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） ホームページ

には、もうこういう計画がありますという

ことで掲載をさせていただいて、それを見

て８月に申し込みをいただいて、仮予約を

しているということなので、議決をいただ

きましたら、詳細等について、すぐホーム

ページで周知徹底を図りたいと思っており

ます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第５６号平成２７年度美

幌町一般会計補正予算（第１号）について

を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第２ 議案第５７号

○議長（大原 昇君） 追加日程第２ 議

案第５７号平成２７年度美幌町病院事業会

計補正予算（第１号）についてを議題とし

ます。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 議案４０ペ

ージをお開き願います。
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議案第５７号平成２７年度美幌町病院事

業会計補正予算（第１号）について御説明

を申し上げます。

今回の補正につきましては、整形外科医

師の採用に伴います、医師給与及び医師住

宅借上に要する経費等の増額補正と、整形

外科開設に伴います、医業収益等の補正を

行うものでございます。

第１条、平成２７年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第１号）は次に定めるとこ

ろによる。

第２条、業務の予定量の補正につきまし

ては、整形外科の開設に伴い、年間患者数

を入院で６０８人増の２万９,１３８人に、

外来で６,３２４人増の６万１,５５９人

に、１日平均患者数を入院で２人増の８０

人に、外来で３１人増の２５７人にしよう

とするものでございます。

第３条、収益的収入及び支出の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。

次に、４１ページでございます。

第４条、議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正につきまして

は、職員給与費として２,６１８万円を増額

補正しようとするものでございます。

第５条、他会計からの補助金の補正につ

きましては、一般会計からの繰入基準に基

づく補助金として、基礎年金経費補助分と

して６３万１,０００円を、児童手当経費補

助分として４万円を増額補正しようとする

ものでございます。

細部につきまして、実施計画書及び説明

書で御説明申し上げます。

４２、４３ページをお開き願います。

収益的収入のうち、医業収益の補正でご

ざいます。

入院、外来収益の増額補正は、整形外科

開設による診療報酬の増加分として、入

院、外来合わせて３,１６４万８,０００円

を見込むものでございます。

医業外収益の補正につきましては、一般

会計補助金は、医師給与の給与費の増額に

伴いまして、繰入基準に基づき基礎年金拠

出金負担金として６３万１,０００円を、児

童手当に要する経費として４万円を増額補

正するものでございます。

その他医業外収益につきましては、新た

に借り上げる医師住宅の住宅使用料として

１６万２,０００円を増額するものでござい

ます。

次に、４４、４５ページをお開き願いま

す。

収益的支出の補正でございます。

給与から法定福利費までは、６月１日採

用の整形外科医師に係る人件費として、総

額で２,８０６万９,０００円を増額するも

のでございます。

旅費交通費につきましては、整形外科医

師の赴任旅費として４５万円を増額するも

のでございます。

消耗備品費から賃借料まで、新たに借り

上げる医師住宅２戸分を含む、医師住宅に

必要な経費として、カーテン購入費の１４

５万８,０００円を、借家人賠償責任保険料

として１万４,０００円を、医師住宅借上料

として２０２万５,０００円をそれぞれ増額

するものでございます。

委託料につきましては、整形外科の手術

室使用に当たり、手術室の清浄度性能測定

を行うための委託料として２７万円の増額

を行うものでございます。

旅費につきましては、整形外科医師の研

修旅費として１９万５,０００円を増額する

ものでございます。

以上、御説明いたしましたのでよろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１２番中嶋すみ江さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 整形外科は６

月１日から診療開始になっておりますが、

きのう、おとといでどのくらいの外来の患

者さんが来ているかわかる範囲で教えてい
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ただけますか。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

質疑でございますけれども、６月１日以

降、整形外科によります外来については、

３５６人、これは延べ人数でございます。

入院につきましては１２４人、こちらも

延べでございます。

以上でございます。

○議長（大原 昇君） そのほかに質疑は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第５７号平成２７年度美

幌町病院事業会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第３ 意見書案第５号

○議長（大原 昇君） 追加日程第３ 意

見書案第５号日本政府に核兵器全面禁止の

ための決断と行動を求める意見書について

を議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第４ 意見書案第６号

○議長（大原 昇君） 追加日程第４ 意

見書案第６号安全保障関連法案の慎重審議

を求める意見書についてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること
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といたします。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第５ 意見書案第７号

○議長（大原 昇君） 追加日程第５ 意

見書案第７号平成２７年度北海道最低賃金

改正等に関する意見書についてを議題とし

ます。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提出理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第６ 意見書案第８号

○議長（大原 昇君） 追加日程第６ 意

見書案第８号義務教育費国庫負担制度堅

持・負担率１／２への復元、「３０人以下

学級」の実現をめざす教職員定数改善、就

学保障充実など平成２８年度国家予算編成

における教育予算確保・拡充を求める意見

書についてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第７ 意見書案第９号

○議長（大原 昇君） 追加日程第７ 意

見書案第９号「新たな高校教育に関する指

針」の見直しと地域や子どもの実態に応じ

た高校づくりの実現を求める意見書につい

てを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま
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す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第８ 報告第４号

○議長（大原 昇君） 追加日程第８ 報

告第４号平成２６年度美幌町一般会計予算

繰越明許費繰越計算書について、お手元に

配付しているとおり報告書の提出がありま

したので、お聞きすることがあれば許しま

す。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第４号平成２６年度美幌町一

般会計予算繰越明許費繰越計算書について

は、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第９ 報告第５号

○議長（大原 昇君） 追加日程第９ 報

告第５号一般財団法人美幌みどりの村振興

公社の経営状況報告について、お手元に配

付しているとおり報告書の提出がありまし

たので、お聞きすることがあれば許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第５号一般財団法人美幌みど

りの村振興公社の経営状況報告について

は、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第１０ 報告第６号

○議長（大原 昇君） 追加日程第１０

報告第６号専決処分の報告について、お手

元に配布しているとおり、報告書の提出が

ありましたので、お聞きすることがあれば

許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 事故の概要はわか

ったのですけれども、河川敷通路わきに駐

車中というのは、ここは一般的に利用する

ときに、駐車を許可している場所なのでし

ょうか。そのことだけちょっと教えてくだ

さい。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 明確にこ

この場所に駐車して構わないという表現は

しておりませんが、実態としてはここに車

を停めている状況であります。

○議長（大原 昇君） ほかにありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） それでは、報告第

６号専決処分の報告については、これで終

わります。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第１１ 報告第７号

○議長（大原 昇君） 追加日程第１１

報告第７号例月出納検査報告について（２

月～４月分）お手元に配付しているとお

り、報告書の提出がありましたので、お聞

きすることがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第７号例月出納検査報告につ

いて（２月～４月分）は、これで終わりま

す。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第１２ 議員の派遣について

○議長（大原 昇君） 追加日程第１２

議員の派遣についてを議題とします。

お諮りします。
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議員の派遣については、お手元に配付し

た印刷物のとおり派遣することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本件は、お手元に配付した

とおり派遣することと決定しました。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第１３ 閉会中の継続調査に

   ついて

○議長（大原 昇君） 追加日程第１３

閉会中の継続調査についてを議題としま

す。

各委員長から、会議規則第７５条の規定

によって、お手元に配付した印刷物のとお

り申し出があります。

お諮りします。

各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎閉会の決議

○議長（大原 昇君） お諮りします。

本定例会中に付議されました案件は全て

終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によ

り、本日で閉会したいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本定例会は本日で閉会する

ことに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎閉会宣告

○議長（大原 昇君） 会議を閉じます。

これで、平成２７年度第３回美幌町議会

定例会を閉会します。

御苦労さまでした。

午後 ３時１６分 閉会  
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